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一

は
じ
め
に

（
1
）
本
論
の
目
的

日
中
戦
争
の
開
戦
後
、
占
領
し
た
地
域
を
中
国
本
土
か
ら
分
離
す
べ
く
、
中
華
民
国
臨
時
政
府
（
一
九
三
七
年
、
行
政
委
員

長
・
王
克
敏
）
や
中
華
民
国
維
新
政
府
（
一
九
三
八
年
、
行
政
院
長
・
梁
鴻
志
）
を
経
て
、
中
華
民
国
国
民
政
府
（
一
九
四
〇
年
、

主
席
・
汪
兆
銘
〈
汪
精
衛
〉）
な
ど
の
親
日
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
。

こ
の
間
の
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
日
本
側
の
興
亜
院
で
あ
る
。
各
省
庁
の
中
国
政
策
に
関
係
す
る

事
務
を
統
合
す
る
政
庁
と
し
て
東
京
に
設
置
さ
れ
、
中
国
各
地
に
出
先
機
関
が
置
か
れ
た
。
北
京
の
興
亜
院
華
北
連
絡
部
で
は
、

各
種
施
策
を
展
開
し
た
が
、
宗
教
対
策
と
し
て
興
亜
宗
教
協
会
と
仏
教
同
願
会
の
活
動
に
関
与
す
る
。
こ
の
業
務
に
は
武た
け

田だ
ひ
ろ
し

（
一
九
〇
〇
〜
二
〇
〇
一
）
と
中な

か

野の

義ぎ

照し
ょ
う（

一
八
九
一
〜
一
九
七
七
）
が
従
事
し
た
。
本
論
で
は
、
両
者
の
履
歴
を
踏
ま
え
て
、
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活
動
内
容
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

武
田
と
中
野
を
対
象
に
し
た
理
由
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
持
つ
仏
教
及
び
宗
教
に
関
す
る
専
門
知
識
が
、
中
国
占
領
地

で
の
宗
教
対
策
に
お
い
て
、
利
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
武
田
は
、
実
家
の
菩
提
寺
を
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
す
る
熱
心
な
門
徒

で
、
国
士
舘
高
等
部
（
現
・
国
士
舘
大
学
）
に
入
る
と
同
校
で
講
義
を
受
け
持
っ
て
い
た
浄
土
宗
学
僧
の
長
谷
川
良
信
か
ら
感
化

を
受
け
た
。
中
野
は
、
真
言
律
宗
僧
侶
と
し
て
得
度
（
後
に
真
言
宗
高
野
派
へ
転
派
）
し
、
東
京
帝
国
大
学
に
て
仏
教
学
者
高
楠

順
次
郎
か
ら
指
導
を
受
け
た
。
武
田
と
中
野
は
、
学
識
経
験
が
あ
る
ゆ
え
に
、
日
本
軍
を
背
景
と
し
た
興
亜
院
華
北
連
絡
部
が
行

う
宗
教
対
策
に
、
適
任
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
先
行
研
究

本
論
の
内
容
に
関
わ
る
研
究
を
整
理
し
て
、
位
置
を
示
し
た
い
。
興
亜
院
に
つ
い
て
は
、『
興
亜
院
と
戦
時
中
国
調
査
』
が
あ

り
、
そ
の
調
査
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、
当
該
組
織
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
現
時
点
の
到
達
点
で
あ
る
。
同
書
で
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
中
戦
争
の
開
始
以
降
、
中
国
占
領
地
行
政
を
推
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
侵
略
戦
争
遂
行
の
た
め
の
機
構
で
あ
っ
た
。

中
国
東
北
地
域
の
鉄
道
経
営
と
経
済
開
発
を
軸
と
し
た
国
策
会
社
だ
っ
た
満
鉄
に
比
べ
て
も
、
日
中
戦
争
と
の
か
か
わ
り
は

格
段
に
深
い
。
…
…
興
亜
院
の
実
際
の
活
動
面
で
も
支
那
派
遣
軍
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
…
…
短
期
間
し
か
存

在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
興
亜
院
は
膨
大
な
人
員
を
動
員
し
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
を
展
開
し
た）

1
（

。

同
書
で
の
宗
教
関
係
の
成
果
は
、
房
建
昌
に
よ
る
上
海
に
進
出
し
た
日
本
の
宗
教
団
体
の
布
教
に
関
す
る
論
文
が
あ
り）

2
（

、「
第

三
部

興
亜
院
調
査
報
告
所
在
目
録
」
を
見
る
と
、
多
数
の
宗
教
関
係
の
成
果
物
が
確
認
で
き
る
。

興
亜
院
に
よ
る
調
査
活
動
は
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
各
種
の
工
作
活
動
は
見
逃
せ
な
い
。
華
北
連
絡
部
が
関
与
し
た
仏
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教
同
願
会
に
つ
い
て
は
、
末
木
文
美
士
、
新
野
和
暢
、
広
中
一
成
な
ど
の
成
果
が
あ
り
、
こ
の
会
と
密
接
に
関
わ
っ
た
日
本
側
の

日
華
仏
教
研
究
会
に
つ
い
て
は
齊
藤
隆
信
、
中
国
占
領
と
宗
教
政
策
の
枠
組
み
は
松
谷
曄
介
に
よ
る
各
研
究
が
参
考
に
な
る）

3
（

。

武
田
と
中
野
に
つ
い
て
、
日
中
戦
争
に
関
す
る
研
究
で
若
干
の
名
前
が
出
て
く
る
が
、
当
人
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
皆
無
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
日
本
占
領
下
の
東
南
ア
ジ
ア
で
の
宗
教
対
策
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
動
員
を
論
究
し
た
。
そ
の
前

段
階
で
あ
る
中
国
占
領
に
つ
い
て
は
分
析
が
未
着
手
で
あ
っ
た
が
、
華
南
（
中
国
南
部
）
で
活
動
し
た
日
本
の
学
術
団
体
で
あ
る

国
際
仏
教
協
会
の
華
南
支
部
を
先
年
に
論
じ
、
今
回
は
華
北
（
中
国
北
部
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た）

4
（

。

本
論
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
昭
和
前
期
の
日
本
が
、
中
国
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
に
占
領
地
を
拡
大
さ
せ
た
過
程
に
て
、
宗
教
研

究
者
が
関
与
し
た
国
策
協
力
へ
の
連
続
性
と
全
体
像
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

二

武
田

の
経
歴

（
1
）
鳥
取
県
か
ら
北
海
道
に
入
植
し
た
武
田
家

武
田

は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
九
月
一
八
日
に
北
海
道
勇
払
郡
安
平
村
（
現
・
安あ

平び
ら

町ち
ょ
う）

に
て
、
父
弥
一
と
母
シ

ナ
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
た）

5
（

。
著
述
の
署
名
に
は
「
武
田
熙
」
や
他
の
記
録
に
「
武
田
熈
」、「
武
田

」
の
記
名
が
あ
る
が
、
当

人
が
生
前
に
建
て
た
墓
誌
に
は
「
武
田

」
と
あ
る
の
で
、
本
文
中
で
は
こ
れ
に
統
一
す
る
。

生
地
の
安
平
は
、
苫
小
牧
に
近
い
内
陸
地
帯
に
あ
る
。
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
、
鳥
取
県
か
ら
移
住
し
た
布
広
杢
太
郎

が
水
田
を
開
い
た
こ
と
に
よ
り
、
同
地
か
ら
士
族
の
移
住
民
が
相
次
ぎ
、
そ
の
中
に
は
祖
父
の
武
田
鋹と
し

叟つ
ぐ

が
い
た
。
武
田
家
の
菩

提
寺
は
、
安
平
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
浄
願
寺
で
あ
る
。
父
弥
一
を
含
む
鳥
取
県
出
身
者
が
一
九
〇
五
年
に
説
教
所
と
し
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て
創
立
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
一
九
二
八
年
に
浄
願
寺
と
な
っ
た）

6
（

。
家
庭
は
熱
心
な
真
宗
門
徒
で
、
武
田
は
子
供
の
頃
か
ら
、
寺

参
り
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
村
内
の
支し

安あ

平び
ら

神
社
は
、
一
九
〇
四
年
に
創
建
さ
れ
、
一
九
四
一
年
に
内
務
大
臣
か
ら
無
格
社
の
許

可
を
受
け
た
際
に
は
、
創
立
発
起
人
の
な
か
に
父
弥
一
の
名
前
が
あ
っ
た）

7
（

。
名
前
の

は
、
祖
父
が
『
詩
経
』
の
「
大
雅
文
王

篇
」
か
ら
命
名
し
た
も
の
で
、
武
田
家
の
家
学
は
漢
学
で
あ
り
、
当
人
は
幼
少
期
か
ら
四
書
五
経
を
叩
き
込
ま
れ
た
と
い
う
。
後

年
に
中
国
を
研
究
す
る
原
点
と
な
っ
た
。

（
2
）
国
士
舘
へ
の
進
学
と
中
国
渡
航

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
東
京
府
荏
原
郡
世
田
ヶ
谷
村
（
現
・
東
京
都
世
田
谷
区
）
に
て
、
国
士
舘
高
等
部
（
現
・
国
士
舘

大
学
）
が
開
校
す
る
と
、
武
田
は
第
一
期
生
と
し
て
入
学
し
た
。
同
校
の
創
立
者
で
あ
る
柴
田
徳
次
郎
（
一
八
九
〇
〜
一
九
七

三
）
は
、
福
岡
県
出
身
で
、
東
京
の
芝
中
学
校
と
早
稲
田
大
学
専
門
部
に
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
増
上
寺
に
あ
る
芝
中
は
、
前
身

は
浄
土
宗
学
東
京
支
校
で
あ
っ
た
が
、
旧
制
中
学
に
昇
格
し
た
後
は
、
柴
田
の
よ
う
に
寺
院
出
身
者
以
外
の
在
家
学
生
も
い
た
。

芝
中
で
教

を
執
っ
た
長
谷
川
良
信
（
一
八
九
〇
〜
一
九
六
六
）
か
ら
、
柴
田
は
人
格
的
な
薫
陶
を
受
け
た
た
め
、
国
士
舘
の
創

立
に
際
し
て
教
員
就
任
を
打
診
し
た
の
で
あ
る
。
長
谷
川
は
、
浄
土
宗
関
係
校
の
宗
教
大
学
（
現
・
大
正
大
学
）
で
社
会
事
業
を

教
え
て
、
仏
教
の
学
問
と
実
践
を
行
っ
た
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
初
期
の
国
士
舘
に
は
、
芝
中
校
長
の
渡
辺
海
旭
を
は

じ
め
、
複
数
の
浄
土
宗
関
係
者
が
い
た）

8
（

。
武
田
は
、
国
士
舘
に
て
長
谷
川
の
講
義
を
受
け
た
が
、
家
の
信
仰
で
あ
っ
た
仏
教
を
、

学
問
か
ら
見
る
方
法
を
修
得
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
一
一
月
に
第
一
期
生
（
六
名
）
と
し
て
卒
業
し
た
後
に
、
国
士
舘
出

版
部
の
編
集
長
、
学
校
の
母
体
で
あ
る
大
民
社
の
幹
事
・
理
事
、
国
士
舘
高
等
部
の
助
教
授
を
務
め
た
。

国
士
舘
派
遣
の
海
外
留
学
生
と
し
て
、
武
田
は
一
九
二
四
年
四
月
か
ら
北
京
（
当
時
・
北
平
）
に
滞
在
し
た
。
現
地
で
は
支
那

語
同
学
会
（
一
九
〇
三
年
創
立
）
を
改
組
発
展
し
て
、
一
九
二
五
年
に
北
京
同
学
会
語
学
校
の
総
理
と
な
る
な
ど
、
北
京
で
の
教
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育
に
も
関
わ
っ
た
。

北
京
か
ら
帰
国
後
の
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
八
月
、
武
田
は
国
士
舘
高
等
部
の
教
授
と
な
る
。
翌
年
の
一
九
二
九
年
に
国
士

舘
専
門
学
校
へ
改
組
さ
れ
、
高
等
部
は
一
九
三
〇
年
三
月
に
廃
止
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
外
務
省
文
化
事
業
部
に
よ
る
対
中
文
化
政
策
の
一
環
で
あ
る
留
学
事
業
に
お
い
て
、
一
九
三
三
年
五
月
に
は
第
三
種

補
給
生
に
採
用
さ
れ
て
、
国
立
北
京
大
学
文
学
院
に
て
「
支
那
典
制
学
研
究
」
を
行
っ
た）

9
（

。
日
本
軍
が
成
立
さ
せ
た
冀
東
防
共
自

治
政
府
で
は
、
各
級
学
校
の
教
科
書
改
訂
編
纂
に
関
わ
り
、
一
九
三
六
年
七
月
に
留
学
派
遣
任
期
が
終
了
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
現

地
に
て
日
本
陸
軍
の
北
京
特
務
機
関
の
情
報
処
長
と
な
り
、
機
関
長
で
あ
る
陸
軍
大
佐
松
井
太
久
郎
の
下
で
活
動
し
た
。
中
国
の

古
典
か
ら
現
代
ま
で
を
知
る
武
田
は
、
文
化
工
作
か
ら
謀
略
ま
で
の
諸
活
動
に
持
て
る
だ
け
の
知
識
を
発
揮
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
七
月
七
日
に
日
中
戦
争
が
発
生
す
る
。
宣
戦
布
告
な
き
戦
い
で
あ
っ
た
た
め
、

当
時
の
日
本
側
は
「
支
那
事
変
」
と
呼
ん
だ
。
武
田
に
よ
れ
ば
、
故
宮
な
ど
歴
史
文
物
が
あ
る
北
京
市
内
で
の
日
中
両
軍
の
武
力

衝
突
を
避
け
る
工
作
活
動
を
行
っ
た
と
い
う
。
自
ら
が
通
訳
と
な
り
、
抗
日
化
し
て
い
た
日
中
の
緩
衝
政
権
で
あ
る
冀
察
政
務
委

員
会
（
委
員
長
・
宋
哲
元
）
側
と
交
渉
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
工
作
に
は
、
北
京
で
崇
貞
学
園
（
桜
美
林
大
学
の
淵
源
）
を
運
営
し
た
、
教
育
者
・
牧
師
の
清
水
安
三
（
一
八
九
一
〜
一

九
八
八
）
が
関
わ
る）

10
（

。
清
水
は
、
日
中
両
軍
に
よ
る
戦
闘
の
兆
候
を
知
る
や
、
北
京
特
務
機
関
に
赴
き
、
武
田
に
衝
突
を
回
避
す

る
方
法
を
進
言
し
た
が
、
当
初
の
武
田
は
慎
重
な
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
。
清
水
が
帰
宅
し
た
後
に
、
武
田
か
ら
機
関
長
に
清
水

の
素
案
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
賛
意
を
示
し
て
す
ぐ
さ
ま
迎
え
の
車
両
を
遣
わ
し
た
。
改
め
て
清
水
は
、
具
体
的
な
工
作
内
容
と
し

て
、
中
・
日
・
英
文
で
記
載
し
た
嘆
願
書
に
、
北
京
在
住
の
著
名
人
物
の
署
名
を
集
め
て
、
中
国
側
の
国
民
革
命
軍
第
二
九
軍
将

軍
の
宋
哲
元
と
、
日
本
側
の
支
那
駐
屯
歩
兵
第
一
連
隊
長
の
陸
軍
大
佐
牟
田
口
廉
也
に
、
そ
れ
ぞ
れ
持
参
す
る
と
い
う
計
画
を
説

明
し
た
。
実
行
に
移
さ
れ
る
と
効
果
が
あ
り
、
夜
半
に
国
民
革
命
軍
は
北
京
城
内
を
去
っ
た
と
い
う
。
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日
中
戦
争
が
始
ま
っ
て
半
年
が
経
過
し
た
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
一
月
に
、
北
京
の
武
田
は
東
京
の
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六

三
〜
一
九
五
七
）
に
宛
て
て
、
手
紙
を
書
い
て
近
況
を
報
告
し
た）

11
（

。
徳
富
は
、
国
士
舘
の
草
創
期
か
ら
運
営
の
支
援
を
行
い
、
武

田
は
学
生
時
代
か
ら
知
遇
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
書
簡
の
趣
旨
は
、
戦
争
の
契
機
と
な
っ
た
盧
溝
橋
事
件
が
起
き
る
と
、
そ
の

夜
か
ら
文
章
を
起
案
し
、
交
渉
案
を
検
討
し
て
、
通
訳
官
と
な
り
、「
北
京
を
兵
火
の
巷
よ
り
救
は
ん
が
た
め
に
松
井
少
将
（
当

時
大
佐
）
機
関
長
と
大
い
に
馳
駆
」
し
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
あ
る
第
三
者
が
、
自
分
が
北
京
を
救
っ
て
い
る
と
か
、
松
井
大

佐
の
依
頼
を
受
け
た
と
標
榜
す
る
が
、
そ
れ
は
虚
偽
で
あ
り
、
特
務
機
関
の
工
作
を
妨
害
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
非
難
し
て
い

る
。
結
果
と
し
て
、
国
民
革
命
軍
を
北
京
か
ら
退
去
さ
せ
た
が
、
軍
閥
の
統
領
で
あ
る
山
西
省
の
閻
錫
山
と
山
東
省
の
韓
復
榘
に

対
し
て
は
、
革
命
軍
と
連
携
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
書
簡
は
軍
事
機
密
に
関
わ
る
内
容
の
た
め
、
文

中
で
は
、
わ
ざ
と
分
か
り
づ
ら
い
文
意
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
総
合
す
る
と
、
清
水
の
発
案
の
も
と
、
武

田
が
行
政
官
と
し
て
奔
走
し
た
姿
が
窺
え
る
。
な
お
、
武
田
や
清
水
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
関
係
者
が
北
京
市
内
で
の
両
軍
戦

闘
の
回
避
に
動
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
軍
の
華
北
占
領
後
、
対
日
協
力
政
権
で
あ
る
中
華
民
国
臨
時
政
府
が
成
立
す
る
と
、
一
九
三
八
年
四
月
に
教
育
部
立
外
国

語
学
校
（
教
育
部
は
日
本
の
文
部
省
に
相
当
））

12
（

が
創
設
さ
れ
、
武
田
は
教
授
と
な
っ
た
。
中
華
民
国
の
国
旗
に
因
む
行
進
曲
「
五

色
旗
の
下
に
」（
作
曲
・
江
文
也
）
を
作
詞
し
て
、
中
国
で
の
学
校
の
唱
歌
教
科
書
に
採
択
さ
れ
た
ほ
か
、「
中
国
武
道
」
を
各
級

学
校
の
正
科
と
す
る
よ
う
に
提
言
し
て
実
現
さ
せ
た
。
ま
た
、
北
京
地
方
維
持
会
文
化
教
育
組
や
北
京
特
別
市
公
署
社
会
局
の
顧

問
に
就
任
す
る
。
こ
れ
は
、
国
士
舘
で
の
教
員
経
験
や
長
谷
川
良
信
の
講
義
か
ら
薫
陶
を
受
け
て
、
占
領
地
で
の
教
育
と
社
会
事

業
に
取
り
組
ん
だ
成
果
と
言
え
よ
う
。
こ
の
頃
に
は
、
同
盟
通
信
社
天
津
支
局
長
で
あ
る
山
口
令
三
郎
の
娘
敏
子
と
結
婚
し
て
い

る
。武

田
は
、
執
筆
意
欲
が
旺
盛
で
、
主
な
著
作
に
『
支
那
学
文
献
の
解
題
と
其
研
究
法
』（
単
著
、
大
同
館
、
一
九
三
一
年
）、



─ 40 ── 40 ─

『
支
那
革
命
と
孫
文
主
義
』（
孫
文
著
・
武
田
訳
、
大
同
館
、
同
年
）、『
支
那
学
概
論
―
原
訳
対
照
』（
章
太
炎
著
・
武
田
訳
註
、

巌
松
堂
、
一
九
三
七
年
）、『
通
背
拳
法
』（
単
著
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
八
年
）、『
北
京
文
化
学
術
機
関
綜
覧
』（

と
共

編
、
新
民
印
書
館
、
一
九
四
〇
年
）
が
あ
る
。
特
に
、
中
国
武
術
書
の
『
通
背
拳
法
』
は
、
戦
後
に
大
陸
と
台
湾
で
復
刊
さ
れ
定

評
を
得
て
い
る
。

日
本
軍
の
北
支
那
方
面
軍
特
務
部
の
業
務
は
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
興
亜
院
が
設
置
さ
れ
る
と
華
北
連
絡
部
が
継
承

す
る
こ
と
と
な
り
、
武
田
は
同
部
の
調
査
官
に
転
じ
る
。
一
九
四
二
年
一
一
月
に
、
興
亜
院
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
華
北
連
絡
部
の

業
務
は
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
大
東
亜
省
の
北
京
大
使
館
が
継
承
し
て
、
武
田
は
調
査
官
と
し
て
引
き
続
き
現
地
に
勤
務
し
た
。

敗
戦
後
は
大
東
亜
省
が
廃
止
さ
れ
、
外
務
省
が
事
務
を
引
き
継
ぎ
、
武
田
は
転
籍
し
た
。
そ
の
後
は
、
埼
玉
県
庁
に
入
り
、
社

会
課
長
や
報
道
室
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
長
、
出
納
長
等
を
歴
任
し
た
。
恩
師
の
長
谷
川
良
信
が
設
立
し
た
学
校
法
人
大
乗
淑

徳
学
園
に
は
、
請
わ
れ
て
理
事
や
評
議
員
、
相
談
役
、
代
理
学
長
を
務
め
た
。

武
田
は
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
六
月
一
二
日
に
、
百
歳
で
没
し
た
。
法
名
は
「
国
士
院
釋
緝

」
と
い
う
。
出
身
校
に

し
て
当
人
の
気
質
を
表
し
た
「
国
士
」
と
あ
り
、
光
り
輝
く
様
子
を
意
味
す
る
「
緝

」
と
付
け
ら
れ
た
。
生
前
に
建
て
た
墓
石

横
の
法
名
碑
裏
側
に
は
、
こ
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。「
今
日
は
／
昨
日
の
次
に
し
て
／
又
等
し
か
ら
ず
／
武
田

誌
」）

13
（

。

二

中
野
義
照
の
経
歴

（
1
）
東
京
帝
国
大
学
の
学
生
時
代
か
ら
高
野
山
大
学
教
授
ま
で

中
野
義
照
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
に
愛
媛
県
越
智
郡
日
吉
村
（
現
・
今
治
市
）
に
て
、
父
白
石
円
太
と
母
シ
ゲ
の
三
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男
正
次
郎
と
し
て
生
ま
れ
た）

14
（

。
少
年
期
に
は
地
元
の
真
言
律
宗
伊
予
国
分
寺
に
入
り
、
中
野
堅
照
に
つ
い
て
得
度
し
、
白
石
義
照

と
名
乗
る
。
愛
媛
県
立
今
治
中
学
校
を
経
て
、
岡
山
の
第
六
高
等
学
校
に
学
ぶ
。
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
九
月
に
は
東
京
帝
国

大
学
文
科
に
入
り
、
印
度
哲
学
を
専
攻
す
る
。
こ
の
年
に
師
僧
と
養
子
縁
組
を
し
て
、
以
後
は
中
野
姓
と
な
る
。
大
学
で
は
高
楠

順
次
郎
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
五
）
に
師
事
し
て
、
優
秀
な
成
績
を
修
め
、
卒
業
時
に
下
賜
さ
れ
る
銀
時
計
の
授
与
の
候
補
者
と

し
て
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
六
年
六
月
に
退
学
す
る
。
そ
れ
は
、
徴
兵
検
査
の
際
に
視
力
が
悪
い
こ
と
を
訴
え
出
た
と

こ
ろ
、
兵
役
を
忌
避
し
た
と
の
疑
い
が
持
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
を
背
景
に
、
新

聞
や
雑
誌
に
記
事
が
載
り
、
大
学
と
軍
を
巻
き
込
ん
で
、
中
野
本
人
が
及
ば
ぬ
所
で
事
案
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
る）

15
（

。

東
京
を
離
れ
て
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
か
ら
和
歌
山
の
高
野
山
中
学
教
諭
と
高
野
山
大
学
講
師
と
な
る
。
一
九
二
〇
年
に

真
言
宗
高
野
派
（
後
・
古
義
真
言
宗
、
現
・
高
野
山
真
言
宗
）
へ
僧
籍
を
移
し
た
が
、
こ
の
際
に
藤
村
密
憧
と
飯
田
俊
正
の
推
挙

が
あ
り
、
師
僧
を
管
長
の
土
宜
法
龍
と
し
た
。

一
九
二
〇
年
に
高
野
山
内
地
留
学
生
に
命
じ
ら
れ
、
東
京
帝
国
大
学
に
復
学
し
た
。
一
九
二
一
年
三
月
に
卒
業
し
、
同
年
四
月

か
ら
二
年
間
は
同
大
学
院
に
在
籍
し
た
。
以
後
は
、
陸
軍
工
科
学
校
の
講
師
を
務
め
つ
つ
、
高
楠
の
研
究
事
業
に
協
力
し
た
。
帝

国
学
士
院
の
命
に
よ
り
高
楠
が
調
査
し
た
古
典
籍
調
査
を
補
佐
し
、
高
野
山
の
龍
光
院
・
金
剛
三
昧
院
、
京
都
の
仁
和
寺
・
東

寺
・
高
山
寺
、
近
江
の
石
山
寺
を
訪
れ
た
。
高
楠
と
渡
辺
海
旭
が
監
修
し
た
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
の
校
訂
作
業
に
従
事
す
べ
く
、

東
京
の
増
上
寺
の
閲
蔵
亭
校
合
所
に
通
い
詰
め
た
。
ま
た
帝
国
学
士
院
院
長
で
法
学
者
の
穂
積
陳
重
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
同
院

か
ら
補
助
金
を
受
け
て
、
高
楠
と
共
に
古
代
イ
ン
ド
法
典
の
和
訳
研
究
に
従
事
し
た
。
仏
教
学
者
の
水
野
弘
元
は
、
栴
檀
寮
（
東

京
駒
込
の
曹
洞
宗
吉
祥
寺
に
あ
っ
た
東
京
帝
大
の
宗
門
生
向
け
宿
舎
）
の
先
輩
で
あ
る
末
永
真
海
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、「
中

野
先
生
の
学
力
が
す
ば
ら
し
く
、
高
楠
先
生
に
大
変
可
愛
が
ら
れ
て
お
る
こ
と
」）

16
（

を
聞
い
て
い
た
と
い
う
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
ま
で
高
野
山
内
地
留
学
生
の
身
分
で
あ
っ
た
が
、
同
年
か
ら
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
講
師
と
な
っ
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た
。
一
九
二
九
年
か
ら
高
野
山
大
学
に
呼
び
戻
さ
れ
て
教
授
と
な
り
、
一
九
三
一
年
か
ら
は
学
部
長
と
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

中
野
の
学
殖
を
見
込
ん
で
、
帝
大
で
の
教
官
就
任
の
動
き
が
起
き
る
。
ま
ず
一
九
三
一
年
に
、
東
大
助
教
授
の
人
事
の
話
が
あ
っ

た
が
、
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
あ
っ
た
京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
宗
教
学
講
座
の
助
教
授
で
仏
教
学
者

の
手
島
文
倉
（
文
蒼
）
が
一
九
三
二
年
に
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
教
授
の
赤
松
智
城
か
ら
後
任
者
と
し
て
打
診
さ
れ
た
。
中
野

の
人
事
に
、
高
野
山
大
学
は
内
諾
し
た
が
、
遂
に
は
文
部
省
か
ら
辞
令
が
下
り
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
事
の
不
成
立
は
、
学
生

時
代
の
徴
兵
忌
避
の
疑
い
が
影
響
し
た
と
言
わ
れ
る
。
当
時
の
京
城
帝
大
総
長
は
、
法
華
経
の
信
者
で
知
ら
れ
る
山
田
三
良
で

あ
っ
た
が
、
忌
避
事
件
の
当
時
は
東
京
帝
大
法
学
部
の
教
授
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
た
と
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
京
城
帝

大
の
助
教
授
ポ
ス
ト
の
後
任
に
は
、
曹
洞
宗
の
僧
籍
が
あ
っ
た
佐
藤
泰
舜
が
一
九
三
四
年
に
就
い
た
。

（
2
）
中
国
の
天
津
へ
の
渡
航
と
北
京
で
の
活
動

以
前
か
ら
中
野
義
照
は
、
腎
炎
を
患
っ
て
お
り
、
妻
ム
メ
は
心
臓
弁
膜
症
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
学
人
事
を
め
ぐ
る
心
労
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
病
気
療
養
の
た
め
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
三
月
に
高
野
山
大
学
を
辞
職
し
て
静
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

故
郷
の
愛
媛
で
過
ご
す
中
で
、
体
調
は
快
方
に
向
か
っ
た
。
失
職
中
の
中
野
は
、
困
窮
し
て
い
た
た
め
、
知
友
に
手
紙
を
出
し

て
、
中
学
校
や
高
等
女
学
校
の
教
員
で
も
よ
い
の
で
、
当
面
の
生
活
に
困
っ
て
い
る
旨
を
訴
え
出
た
。
高
野
山
大
で
の
教
え
子
で

あ
っ
た
吉
井
芳
純
に
も
書
簡
が
来
た
。
中
国
天
津
に
あ
る
中
日
密
教
研
究
所
の
責
任
者
で
あ
っ
た
吉
井
は
、
関
係
が
あ
っ
た
天
津

駐
屯
軍
司
令
官
の
中
村
孝
太
郎
に
採
用
を
願
い
出
た
。
渤
海
湾
を
臨
む
天
津
は
、
日
本
の
租
界
居
留
地
が
あ
り
、
邦
人
が
多
く
住

ん
で
い
た
。
交
渉
の
末
、
中
野
が
研
究
所
講
師
と
し
て
着
任
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
高
野
山
大
出
身
者
二
名
も
併
せ
て
助
手
に
採

用
と
な
っ
た
。
高
野
山
に
本
部
を
置
く
中
日
密
教
研
究
会
（
総
裁
・
高
野
山
座
主
高
岡
隆
心
）
は
、
天
津
と
北
京
に
出
先
機
関
と

し
て
研
究
所
を
設
置
し
て
い
た）

17
（

。
中
野
は
研
究
所
の
運
営
に
参
画
し
て
、
関
係
す
る
密
教
学
院
の
副
院
長
と
な
っ
た
。
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高
野
山
と
中
国
の
密
教
交
流
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
お
り
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
弘
法
大
師
一
千
百
年

大
遠
忌
法
会
に
、
会
長
の
段
棋
瑞
（
元
総
理
）
が
、
副
会
長
の
王
揖
唐
（
元
参
院
議
長
）
を
会
長
代
理
と
し
て
高
野
山
に
派
遣
し

た
。
一
九
三
七
年
五
月
に
は
、
中
日
密
教
研
究
会
の
北
京
総
会
が
開
か
れ
、
両
国
か
ら
多
数
の
要
人
が
出
席
し
た
。
高
野
山
は
、

華
北
方
面
の
密
教
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
野
は
、
中
日
密
教
研
究
所
に
関
与
し
つ
つ
、
財
団
法
人
天
津
共
益
会
が
運
営
す
る
天
津
日
本
図
書
館
の
館
長
の
ほ
か
、
南
満

州
鉄
道
（
略
称
・
満
鉄
）
の
天
津
事
務
所
嘱
託
、
天
津
の
財
団
法
人
愛
善
日
支
協
会
理
事
・
理
事
長
に
も
な
っ
た
。
元
大
学
教
授

の
知
識
人
と
し
て
、
天
津
日
本
人
社
会
の
文
化
向
上
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

本
論
の
対
象
で
あ
る
興
亜
院
華
北
連
絡
部
に
は
、
一
九
三
九
年
三
月
か
ら
一
九
四
一
年
九
月
ま
で
嘱
託
を
務
め
た
。
仏
教
同
願

会
の
運
営
に
関
与
し
て
、
同
会
附
属
の
中
国
仏
教
学
院
に
は
、
一
九
四
〇
年
九
月
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
の
敗
戦
ま
で
教
授
を
務

め
た
の
で
あ
る
。

興
亜
院
の
嘱
託
を
辞
し
た
後
に
、
一
九
四
一
年
一
〇
月
に
は
国
立
北
京
大
学
文
学
院
の
教
授
と
な
り
、
敗
戦
ま
で
そ
の
任
を
務

め
た）

18
（

。
日
本
占
領
下
の
北
大
文
学
院
は
、
一
九
三
九
年
八
月
に
設
置
さ
れ
、
専
攻
は
中
国
文
学
系
・
西
洋
文
学
系
・
日
本
文
学

系
・
史
学
系
・
哲
学
系
に
分
か
れ
た）

19
（

。
文
学
院
長
に
は
作
家
魯
迅
の
弟
で
あ
る
周
作
人
が
就
任
し
て
、
中
野
の
よ
う
に
複
数
の
日

本
人
教
授
が
在
職
し
た
。

中
野
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
四
月
に
日
本
へ
引
き
上
げ
、
高
野
山
大
学
付
設
翻
訳
局
主
事
を
経
て
、
同
大
教
授
に
復

帰
し
、
文
学
部
長
や
学
長
を
歴
任
し
た
。
僧
侶
と
し
て
は
、
権
大
僧
正
、
中
院
流
伝
授
、
大
僧
正
を
務
め
、
一
九
五
七
年
に
は
日

本
仏
教
界
を
代
表
し
て
国
交
を
結
ぶ
前
の
中
国
人
民
共
和
国
を
視
察
し
て
い
る
。
一
九
七
七
年
一
月
三
一
日
に
高
野
山
で
遷
化
し

た
。
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三

興
亜
院

（
1
）
興
亜
院
の
活
動
と
所
掌
事
務

第
一
次
近
衛
内
閣
は
、
対
中
国
政
策
を
一
元
化
す
る
た
め
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
一
二
月
一
六
日
に
内
閣
が
興
亜
院
を

設
置
し
た
。
そ
の
経
緯
を
見
る
と
、
日
中
戦
争
の
全
面
化
に
よ
り
、
陸
軍
は
、
対
中
の
事
務
を
統
轄
す
る
中
央
機
関
の
設
立
を
主

張
し
た
が
、
外
務
省
側
は
強
く
反
対
し
、
外
務
大
臣
の
宇
垣
一
成
の
辞
任
に
至
っ
た
と
い
う
。
結
局
は
、
外
交
を
除
く
政
治
・
経

済
・
文
化
に
関
す
る
政
策
立
案
と
事
務
処
理
を
行
う
た
め
、
東
京
に
興
亜
院
が
置
か
れ
た
。
総
裁
（
内
閣
総
理
大
臣
）、
副
総
裁

（
外
務
、
大
蔵
、
陸
軍
、
海
軍
の
各
大
臣
）
の
も
と
、
政
務
・
経
済
・
文
化
・
技
術
の
四
部
が
置
か
れ
た
。

「
興
亜
院
官
制
」（
昭
和
一
三
年
勅
令
第
七
五
八
号
）
か
ら
、
活
動
内
容
を
見
る
。
第
一
条
に
「
支
那
事
変
中
内
閣
総
理
大
臣
ノ

管
理
ノ
下
ニ
興
亜
院
ヲ
置
キ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ラ
シ
ム
但
シ
外
交
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
除
ク
」
と
あ
り
、
そ
の
中
の
第
一
項
に

「
支
那
事
変
ニ
当
リ
支
那
ニ
於
テ
処
理
ヲ
要
ス
ル
政
治
、
経
済
及
文
化
ニ
関
ス
ル
事
務
」）

20
（

。
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
文
化
」
に
は
宗

教
関
係
の
事
務
が
含
ま
れ
、
興
亜
院
文
化
部
の
第
三
課
に
て
「
思
想
、
教
育
、
宗
教
、
学
術
ニ
関
ス
ル
事
項
」）

21
（

を
所
管
し
た
。

現
地
中
国
に
は
五
か
所
の
出
先
機
関
が
置
か
れ
た
。
名
称
と
担
当
区
域
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
丸
括
弧
内
に
は
宗
教
行
政
の
担

当
部
署
を
記
載
し
た）

22
（

。

・
興
亜
院
華
北
連
絡
部
（
文
化
局
） 

中
華
民
国
臨
時
政
府
の
管
轄
区
域

・
興
亜
院
蒙
疆
連
絡
部
（
文
化
課
） 

蒙
疆
連
合
委
員
会
の
管
轄
区
域

・
興
亜
院
華
中
連
絡
部
（
文
化
局
） 

中
華
民
国
維
新
政
府
の
管
轄
区
域

・
興
亜
院
廈
門
連
絡
部
（
政
務
部
第
四
班
） 

厦
門
島
及
び
そ
の
附
近
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・
興
亜
院
華
北
連
絡
部
青
島
出
張
所
（
文
化
班
） 

青
島
特
別
市
公
署
の
管
轄
区
域

興
亜
院
華
北
連
絡
部
は
、
北
京
を
拠
点
に
し
て
、
日
本
に
よ
る
対
中
政
策
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
役
割
を
担
っ
た
。
一
九
三
八

（
昭
和
一
三
）
年
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
北
支
那
方
面
軍
に
よ
る
北
京
特
務
部
が
廃
止
さ
れ
て
、
同
軍
司
令
部
の
な
か
に
吸
収

と
な
り
、
特
務
部
の
業
務
は
華
北
連
絡
部
が
継
承
し
た）

23
（

。
だ
が
、「
軍
特
務
班
は
興
亜
院
華
北
連
絡
部
に
関
係
事
務
の
引
継
を
一

切
了
し
、
特
務
班
は
解
消
し
た
〔
。〕
然
し
興
亜
院
の
諸
工
作
は
原
則
と
し
て
軍
の
作
戦
に
協
力
す
る
を
建
前
に
す
る
故
に
、
常

に
軍
と
密
接
な
る
連
絡
協
調
を
採
り
殊
に
現
地
第
一
線
と
の
関
係
に
付
て
は
軍
を
通
じ
現
地
特
務
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
、
第
一

線
の
文
化
指
導
に
協
力
し
て
ゐ
る
」）

24
（

と
い
う
。
つ
ま
り
引
き
続
き
、
軍
と
の
協
調
関
係
を
行
い
つ
つ
、
各
種
の
業
務
と
工
作
を
推

進
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一
一
月
に
大
東
亜
省
が
設
置
さ
れ
た
。
興
亜
院
、
拓
務
省
、
対
満
事
務
局
、
外
務
省
東
亜
局
・
南

洋
局
を
廃
止
し
て
、
再
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
も
外
務
省
は
、
外
交
権
限
の
弱
体
化
を
招
く
と
し
て
大
東
亜
省
の
設
置
に

反
対
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
各
国
の
外
交
は
大
東
亜
省
が
所
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
時
下

で
は
軍
部
と
外
務
省
で
、
外
交
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
競
合
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
興
亜
院
華
北
連
絡
部

興
亜
院
華
北
連
絡
部
の
設
置
当
初
に
お
け
る
機
構
は
、
官
房
・
政
務
局
・
経
済
第
一
局
・
経
済
第
二
局
・
文
化
局
で
編
成
し
た
。

事
務
分
課
規
程
に
よ
る
と
、
武
田
と
中
野
が
関
与
し
た
文
化
局
は
、
次
の
業
務
を
担
当
し
た
。
①
臨
時
政
府
に
対
す
る
文
化
的
協

力
の
実
施
準
備
、
②
民
生
、
③
文
化
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
、
④
衛
生
、
⑤
防
疫
、
⑥
医
療
、
⑦
救
恤
、
⑧
思
想
、
⑨
教
育
、

⑩
宗
教
、
⑪
学
芸
、
の
各
事
項
に
関
す
る
事
務
で
あ
る）

25
（

。
注
意
す
べ
き
は
③
の
文
化
は
、
直
接
の
施
策
で
は
な
く
間
接
た
る
連
絡

調
査
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本
側
で
は
な
く
、
中
国
側
の
文
化
団
体
を
用
い
て
、
現
地
住
民
を
慰
撫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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文
化
局
に
は
、
総
務
班
・
民
生
班
・
文
教
班
の
三
班
を
置
い
た）

26
（

。
華
北
連
絡
部
を
設
置
し
た
初
期
に
お
け
る
功
績
概
要
書
に
は
、

顕
著
な
成
果
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
。

東
亜
新
秩
序
建
設
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
主
眼
ト
シ
此
カ
為
ニ
ハ
各
宗
教
団
体
ヲ
シ
テ
自
ラ
刷
新
統
制
ノ
措
置
ヲ
講
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
建
前
ト
シ
特
ニ
仏
教
団
体
ニ
ア
リ
テ
ハ
日
本
仏
教
ヲ
指
導
精
神
ト
ス
ル
支
那
仏
教
ノ
新
建
設
ニ
力
ヲ
致
サ
シ

メ
〔
日
中
以
外
の
〕
第
三
国
系
宗
教
団
体
ニ
対
シ
テ
ハ
東
亜
新
秩
序
ノ
理
念
ヲ
認
識
シ
之
ニ
即
応
ス
ル
諸
活
動
ニ
協
力
ス
ル

如
ク
指
導
セ
リ
殊
ニ
仏
教
ハ
其
ノ
伝
来
ノ
歴
史
、
経
文
、
僧
侶
ノ
多
数
ナ
ル
点
ニ
依
リ
日
支
宗
教
提
携
ノ
緊
要
ナ
ル
ニ
鑑
ミ

其
ノ
準
備
ト
シ
テ
先
ツ
支
那
仏
教
界
ノ
刷
新
統
合
ノ
為
メ
仏
教
同
願
会
ヲ
設
立
シ
之
カ
指
導
助
成
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
青
年
僧

侶
ノ
指
導
養
成
ヲ
目
途
ト
シ
学
校
設
置
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
等
之
カ
発
達
ニ
努
メ
タ
リ）

27
（

。

こ
の
書
類
か
ら
は
、
日
本
が
中
国
を
指
導
す
る
と
い
う
立
場
が
読
み
取
れ
る
。
日
本
側
で
は
、
対
策
の
具
体
案
を
策
定
す
る
た

め
に
は
、
現
地
の
宗
教
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
田
ら
は
現
地
の
宗
教
に
つ
い
て
調
べ
上
げ
た
。
中

華
民
国
新
民
会
の
嘱
託
で
あ
っ
た
英
語
教
育
者
の
古
屋
登
代
子
は
、
武
田
か
ら
中
国
仏
教
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
内
容
を
聞
き
書

き
し
て
い
る
。
統
計
数
値
の
解
説
が
あ
り
参
考
と
な
る
の
で
、
古
屋
の
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
武
田
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。

昨
〔
一
九
四
〇
〕
年
夏
私
〔
武
田
〕
の
処
〔
興
亜
院
華
北
連
絡
部
〕
で
調
査
し
た
北
支
那
に
於
け
る
宗
教
調
査
に
よ
る
と
、

北
京
だ
け
で
も
寺
院
数
は
千
五
百
十
二
あ
り
、
布
教
者
数
二
千
七
百
六
十
八
人
、
信
徒
数
は
九
十
二
万
人
（
北
京
人
口
は
百

七
十
万
人
）
と
な
つ
て
居
り
、
こ
れ
を
華
北
全
体
に
つ
い
て
見
る
時
は
、
寺
院
数
二
千
四
百
五
十
三
、
布
教
者
数
七
千
七
百

七
十
四
人
、
信
徒
数
、
八
百
二
十
七
万
人
（
全
北
支
人
口
一
億
二
千
万
人
余
）
で
、
一
つ
の
寺
院
が
約
三
千
名
余
の
信
徒
を

有
し
、
一
人
の
僧
侶
が
把
握
し
て
ゐ
る
信
徒
数
が
約
千
幾
人
に
な
つ
て
居
る
。
／
尤
も
厳
密
に
言
ふ
時
は
彼
等
が
真
の
仏
教

信
徒
で
あ
る
か
、
ど
う
か
に
就
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
無
い
で
も
無
い
。
ど
う
も
基
督
教
は
蟲
が
好
か
な
い
。
道
教
で
は

具
合
が
悪
い
、「
仏
教
」
な
ら
大
し
て
人
聞
き
が
悪
い
と
云
ふ
こ
と
も
な
か
ら
う
、
そ
こ
で
仏
教
徒
だ
と
言
ふ
こ
と
に
し
て
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置
か
う
位
の
程
度
の
信
徒
も
相
当
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
仏
縁
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
確
か
で
あ
る）

28
（

。

中
国
の
広
大
な
地
域
に
多
く
の
寺
院
や
僧
侶
、
信
徒
が
あ
り
、
民
心
懐
柔
の
た
め
宗
教
対
策
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
に
は
、

熱
心
な
仏
教
徒
と
い
う
よ
り
は
、
慣
習
的
に
仏
教
徒
を
名
乗
る
人
々
が
多
い
こ
と
が
、
こ
の
発
言
か
ら
伺
え
る
。
武
田
は
、
同
僚

で
あ
る
中
野
に
つ
い
て
回
顧
し
て
い
る
。
両
者
は
共
に
宗
教
対
策
を
進
め
た
。

私
〔
武
田
〕
の
デ
ス
ク
と
中
野
先
生
の
机
と
は
相
隣
し
て
い
た
。
…
…
／
中
野
先
生
は
、
…
…
興
亜
院
華
北
連
絡
部
で
、

文
化
教
育
宗
教
の
各
界
に
亘
っ
て
、
所
謂
「
内
面
指
導
」
に
力
を
致
さ
れ
て
い
た
。
／
私
が
興
亜
院
調
査
官
と
し
て
の
所
管

事
項
の
中
、
宗
教
分
野
で
、
最
初
に
手
掛
け
た
の
が
日
華
両
国
仏
教
界
の
寺
院
側
と
学
界
側
の
領
袖
に
よ
る
「
仏
教
同
願

会
」
の
創
立
と
運
営
だ
っ
た
。
私
は
元
々
、
宗
教
界
に
は
「
口
を
出
さ
ず
、
手
を
出
さ
ず
主
義
」
の
、
自
立
、
自
養
、
自
伝

を
方
針
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
特
に
天
主
教
や
基
督
教
に
対
し
て
は
厳
守
し
た
。
仏
教
界
だ
け
は
稍
々
手
を
貸
し
た
の

だ
っ
た
。
…
…
／
こ
の
会
は
、
成
立
の
翌
年
か
ら
毎
年
、
日
本
と
中
国
と
で
交
互
に
「
年
次
総
会
」
を
も
つ
こ
と
を
建
前
と

し
て
い
た
。
が
、
中
国
仏
教
者
に
日
本
を
視
察
し
て
貰
う
こ
と
の
た
め
に
、
日
本
へ
の
視
察
―
―
を
兼
ね
て
、「
日
本
で
の

年
会
」
が
多
く
企
画
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
案
内
役
は
必
ず
私
だ
っ
た
。
こ
ん
な
次
第
で
、
日
本
仏
教
各
宗
派
総
本
山
巡
り
を

私
は
何
回
か
し
た
。
時
に
は
天
理
教
本
部
へ
も
う
か
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
／
こ
う
し
た
設
営
の
と
き
、
中
野
先
生
に
は
、

毎
々
水
面
下
で
、
山
頂
的
な
努
力
を
頂
い
た
も
の
だ
っ
た）

29
（

。

前
掲
し
た
武
田
に
よ
る
二
つ
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
欧
米
系
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
に
は
干
渉
を
せ
ず
、

信
者
を
名
乗
る
住
民
が
多
い
仏
教
に
は
関
与
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
へ
は
消
極
策
、
仏
教
へ
は
積
極
策
の
対
象
と
し

て
位
置
付
け
て
、
民
心
の
掌
握
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

興
亜
宗
教
協
会

（
1
）
組
織
の
概
要

興
亜
院
華
北
連
絡
部
で
の
宗
教
対
策
に
つ
い
て
、
興
亜
宗
教
協
会
を
取
り
上
げ
る
。
武
田
は
、
同
協
会
の
設
立
と
運
営
に
深
く

関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
本
土
で
活
動
し
た
諸
宗
教
の
連
合
組
織
で
あ
る
興
亜
宗
教
同
盟
と
は
、
名
称
が
類
似
す
る
が

別
団
体
で
あ
っ
た
。

興
亜
宗
教
協
会
は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
の
内
部
の
機
構
で
は
な
い
が
、
同
部
内
に
協
会
事
務
局
を
置
い
て
い
た
。
戦
前
戦
中

に
は
行
政
組
織
の
な
か
に
、
民
間
の
宗
教
連
合
組
織
の
事
務
局
を
設
置
す
る
例
が
よ
く
あ
っ
た
。
代
表
的
な
の
は
、
一
九
四
四

（
昭
和
一
九
）
年
に
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
大
日
本
戦
時
宗
教
報
国
会
（
現
・
公
益
財
団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
）
の
事
務
局
が
、

文
部
省
教
学
局
宗
教
課
（
現
・
文
化
庁
宗
務
課
）
の
中
に
あ
り
、
宗
教
界
と
行
政
が
一
体
と
な
り
活
動
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
興
亜
宗
教
協
会
は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
が
宗
教
対
策
に
設
置
し
た
、
別
名
団
体
で
あ
っ
た
。
中
国
の
宗
教
界
に
対
し

て
、
日
本
主
導
の
宗
教
工
作
で
は
な
く
、
あ
え
て
民
間
団
体
の
体
裁
を
施
す
こ
と
で
、
拒
否
反
応
を
軽
減
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
各
種
の
刊
行
物

興
亜
宗
教
協
会
の
各
種
刊
行
物
の
一
覧
を
示
す
。
発
行
所
の
名
義
は
、
全
て
「
興
亜
院
華
北
連
絡
所
内

興
亜
宗
教
協
会
／
発

行
者

武
田
熙
」
と
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
興
亜
宗
教
叢
書
は
第
八
輯
で
終
わ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
同
冊
子
に
掲
載
さ
れ
た
刊
行

予
告
も
併
せ
て
提
示
し
た
い
。
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・『
華
北
宗
教
年
鑑
―
第
一
次
版
』、
興
亜
宗
教
協
会
編
、
一
九
四
一
年
三
月

・『
北
支
那
に
於
け
る
第
三
国
系
基
督
教
団
体
の
現
況
』、
川
村
健
爾
・
錠
者
繁
晴
執
筆
責
任
者
、
一
九
四
一
年
一
月
、
興
亜
宗

教
叢
書
第
一
輯

・『
北
支
那
に
於
け
る
古
蹟
古
物
の
概
況
』、
小
野
勝
年
（
前
篇
、
京
都
帝
国
大
学
在
北
京
研
究
員
）、
今
西
春
秋
（
後
篇
、
京

都
帝
国
大
学
在
北
京
研
究
員
）、
一
九
四
一
年
三
月
、
同
叢
書
第
二
輯

・『
北
支
那
に
於
け
る
天
主
教
の
概
観
』、
無
署
名
、
一
九
四
一
年
三
月
、
同
叢
書
第
三
輯
。
内
容
は
、
一
九
三
九
年
版
と
一
九

四
〇
年
版
のLes M

issions de Chine

に
基
づ
く

・『
道
教
の
実
態
』、
無
署
名
〔
吉
岡
義
豊
〕、
一
九
四
一
年
三
月
、
同
叢
書
第
四
輯

・『
儒
教
の
実
態
』、
無
署
名
、
一
九
四
一
年
三
月
、
同
叢
書
第
五
輯

・『
世
界
紅
卍
字
会
道
院
の
実
態
』、
無
署
名
、
一
九
四
一
年
三
月
、
同
叢
書
第
六
輯

・『
第
三
国
系
基
督
教
の
実
態
』、
無
署
名
、
一
九
四
一
年
八
月
、
同
叢
書
第
七
輯

・『
河
北
省
山
東
省
に
於
け
る
重
要
古
蹟
古
物
』、
無
署
名
、
一
九
四
一
年
八
月
、
同
叢
書
第
八
輯

・『
華
北
古
蹟
古
物
綜
録
』、
興
亜
宗
教
協
会
編
、
一
九
四
二
年
三
月

・『
回
教
の
実
態
』、〔
中
野
義
照
〕、
未
刊
、
同
叢
書
第
九
輯

・『
喇
嘛
教
の
実
態
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
〇
輯

・『
支
那
仏
教
の
実
態
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
一
輯

・『
天
主
教
の
実
態
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
二
輯

・『
北
支
那
に
於
け
る
古
物
誌
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
三
輯

・『
北
支
那
に
於
け
る
宗
教
統
計
図
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
四
輯
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・『
宗
教
古
蹟
古
物
法
令
類
纂
』、
未
刊
、
同
叢
書
第
一
五
輯

後
年
に
中
野
は
、
華
北
で
の
調
査
活
動
を
振
り
返
っ
て
い
る
。「
私
が
興
亜
院
に
い
る
時
に
提
案
し
た
も
の
に
、
各
宗
教
の
実

態
調
査
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
沢
山
も
出
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
少
し
研
究
費
を
出
し
て
、
之
を
ま
と
め
て
貰
い

ま
し
た
。
…
…
吉
岡
義
豊
先
生
に
お
願
い
し
た
『
道
教
の
実
態
』
…
…
は
、
立
派
に
完
了
し
て
印
刷
に
附
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

…
…
私
は
少
し
遅
れ
て
『
ラ
マ
教
の
実
態
』
を
呈
出
い
た
し
ま
し
た
、
然
し
も
う
印
刷
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
時
期
で
、
そ
の
ま

ま
」）

30
（

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
真
言
宗
智
山
派
僧
侶
で
道
教
学
者
の
吉
岡
義
豊
に

よ
る
『
道
教
の
実
態
』
は
、『
吉
岡
義
豊
著
作
集
』
に
再
掲
さ
れ
る
な
ど
、
今
日
で
も
参
照
さ
れ
る
文
献
で
あ
る
。

（
3
）
『
華
北
宗
教
年
鑑
』

前
掲
の
『
華
北
宗
教
年
鑑
』
は
、
日
本
占
領
下
に
お
け
る
中
国
北
部
の
宗
教
事
情
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
扉
に
「
第
一

次
版
」
と
あ
る
が
、
奥
付
に
は
こ
の
表
記
が
な
い
。
こ
れ
は
、
第
一
号
を
意
味
す
る
事
項
で
あ
る
が
、
以
後
に
続
刊
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

同
書
は
、
約
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
大
部
の
内
容
で
、
構
成
は
「
第
一
篇

仏
教
」、「
第
二
篇

喇
嘛
教
」、「
第
三
篇

道

教
」、「
第
四
篇

回
教
」、「
第
五
篇

基
督
教
」、「
第
六
篇

日
本
在
華
宗
教
」、「
第
七
篇

其
他
宗
教
」、「
第
八
篇

宗
教
関

係
慈
善
団
体
」、「
第
九
篇

宗
教
界
名
人
録
」、「
第
十
篇

宗
教
関
係
出
版
品
目
録
」、「
第
十
一
篇

統
計
図
表
法
規
及
宗
教
管

理
機
関
」
で
あ
る
。
同
書
の
編
集
は
、
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
華
北
宗
教
年
鑑
』
を
刊
行
し
た
際
に
、
次
の
別
紙
を

挟
み
込
ん
で
頒
布
し
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
。

本
年
鑑
ハ
支
那
ニ
於
テ
ハ
最
初
ノ
企
デ
ア
ル
。
故
ニ
其
資
料
ノ
蒐
集
ニ
ハ
言
語
ニ
絶
ス
ル
苦
心
ト
時
間
ト
ヲ
要
シ
タ
。

…
…
就
中
支
那
側
警
察
官
ヤ
当
時
ノ
各
地
宣
撫
官
各
位
ノ
脚
ニ
ヨ
ル
調
査
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
感
銘
シ
ア
ル
処
デ
ア
ル
。
／
最
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初
ノ
予
定
デ
ハ
日
本
文
ト
ス
ル
筈
デ
ア
ツ
タ
ガ
調
査
ト
整
理
ト
更
ニ
教
史
等
ニ
関
ス
ル
研
究
ニ
暇
取
リ
而
カ
モ
一
々
夫
々
ノ

支
那
人
専
門
家
ノ
校
閲
ヲ
経
タ
ノ
デ
遂
ニ
調
査
ヨ
リ
原
稿
完
成
迄
ニ
二
年
余
ヲ
費
シ
タ
。
コ
レ
以
上
時
間
ノ
延
長
ヲ
許
サ
ヌ

ノ
デ
不
取
敢
支
那
文
ノ
儘
印
刷
ニ
シ
タ）

31
（

同
書
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
が
、
公
刊
ま
で
二
年
間
と
い
う
長
時
間
の
編
集
作
業
を
行
っ
て
い

た
。
当
初
は
中
国
語
の
資
料
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
が
、
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
注
目

す
べ
き
は
、
各
地
の
警
察
官
と
宣
撫
官）

32
（

を
動
員
し
て
情
報
収
集
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
治
安
上
か
つ
軍
事
上
の
目
的
か
ら
、
日
常

的
に
宗
教
団
体
に
関
す
る
情
報
収
集
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

五

仏
教
同
願
会

（
1
）
設
立
の
起
源

興
亜
院
華
北
連
絡
部
で
の
宗
教
対
策
に
つ
い
て
、
続
い
て
は
仏
教
同
願
会
を
取
り
上
げ
る
。
同
会
は
、
一
九
三
八
（
昭
和
一

三
）
年
一
二
月
三
〇
日
に
北
京
の
広
済
寺
で
発
会
式
が
行
わ
れ
た
。
会
長
は
チ
ベ
ッ
ト
生
ま
れ
の
活
仏
ア
ン
チ
ン
ホ
ト
ク
ト
（
安

欽
呼
図
克
図
、
又
は
安
欽
多
傑
鏘
）
で
、
副
会
長
は
王
揖
唐
（
中
華
民
国
臨
時
政
府
内
政
部
長
）、
理
事
長
を
夏
蓮
居
と
し
、
嵩

祝
寺
に
仮
事
務
所
が
置
か
れ
た）

33
（

。
会
の
開
設
費
一
〇
万
円
は
同
政
府
か
ら
支
出
さ
れ
、
そ
の
後
は
会
費
や
同
政
府
と
興
亜
院
か
ら

の
各
五
千
円
の
寄
附
金
で
運
営
す
る
構
想
で
あ
っ
た）

34
（

。
仏
教
同
願
会
の
附
属
と
し
て
中
国
仏
教
学
院
が
設
け
ら
れ
た
。
学
院
は
、

院
長
を
周
叔
迦
と
し
て
一
九
三
九
年
に
設
立
さ
れ
た
七
年
制
の
教
育
機
関
で
、
一
九
四
〇
年
に
は
教
員
一
六
人
、
学
生
二
三
人
が

在
籍
し
た
が
、
第
一
回
の
卒
業
生
が
修
了
す
る
こ
と
な
く
、
敗
戦
と
な
っ
た）

35
（

。
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本
会
の
設
立
目
的
は
三
つ
あ
り
、「
北
支
の
仏
教
を
統
制
す
る
こ
と
」、「
仏
学
の
研
究
、
仏
教
思
想
の
昂
揚
を
図
る
こ
と
」、

「
日
支
仏
教
連
絡
の
機
関
と
為
し
、
延ひ
い

て
日
支
両
国
の
提
携
親
善
を
図
る
こ
と
」
で
あ
っ
た）

36
（

。
そ
の
精
神
は
、
規
約
た
る
「
仏
教

同
願
会
章
程
」
に
盛
り
込
ま
れ
、
日
本
語
訳
さ
れ
た
第
二
条
を
見
る
と
、「
本
会
ハ
大
乗
仏
法
ヲ
研
究
シ
仏
教
精
神
ノ
発
揚
普
遍

ヲ
推
行
シ
仏
教
ノ
大
衆
化
ヲ
実
現
シ
世
界
永
遠
ノ
和
平
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
宗
旨
ト
ス
ル
」
と
い
う）

37
（

。
日
本
軍
の
斡
旋
で
設
立
と
さ

れ
て
き
た
が
、
詳
し
い
成
立
の
経
緯
は
、
中
野
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
津
北
京
で
私
〔
中
野
〕
が
生
活
し
た
大
筋
は
、〔
高
野
山
の
高
僧
〕
金
山
〔
穆
韶
〕
先
生
の
信
者
で
あ
り
、
吉
井
〔
芳

純
〕
さ
ん
の
援
護
者
で
も
あ
っ
た
金
沢
の
ご
出
身
の
野
崎
誠
近
さ
ん
が
指
導
さ
れ
た
の
で
す
、
商
業
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
シ
ナ
語
も
う
ま
く
、
肚
も
で
き
た
人
で
、
支
那
の
要
人
と
日
本
の
紳
士
と
の
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
お
世
話
を
し
た

り
、
と
に
角
文
化
的
な
こ
と
の
す
き
な
方
で
し
た
。
こ
の
方
が
北
支
の
仏
教
会
を
統
一
し
、
日
本
の
仏
教
界
と
交
流
し
て
中

日
の
融
和
を
計
ろ
う
と
計
画
し
、
そ
の
た
め
に
、
私
も
週
半
分
を
さ
い
て
北
京
に
生
活
し
、
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
し
た

の
で
す
。
そ
れ
で
興
亜
院
華
北
連
絡
部
の
文
化
局
に
こ
れ
を
お
世
話
す
る
課
が
出
来
、
武
田

事
務
官
が
こ
れ
に
当
た
ら
れ

ま
し
た
。
華
北
政
務
委
員
長
王
揖
唐
氏
が
こ
れ
を
主
宰
し
、
仏
教
同
願
会
が
結
成
さ
れ
、
日
中
の
有
数
な
方
々
が
顧
問
と
な

り
、
こ
の
会
を
育
成
す
る
と
共
に
、
日
中
代
る
代
る
北
京
と
東
京
と
で
交
驩
会
が
持
た
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
会
の
代
表
者

に
は
当
時
中
国
大
陸
に
令
名
の
あ
っ
た
太
虚
法
師
が
適
任
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
同
師
を
迎
え
る
の
に
中
国
側
は
骨
を
折
り

ま
し
た
が
遂
に
同
師
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
す）

38
（

。

つ
ま
り
仏
教
同
願
会
は
、
天
津
在
住
の
野
崎
誠
近
（
一
八
八
四
〜
一
九
四
七
）
に
よ
り
、
日
中
の
文
化
・
宗
教
交
流
の
機
会
を

設
け
る
こ
と
を
企
図
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
野
崎
は
、
石
川
県
金
沢
市
出
身
で
、
早
稲
田
大
学
政
経
科
に
学
ん
だ

後
に
、
一
九
〇
五
年
か
ら
天
津
租
界
へ
渡
り
商
業
を
営
ん
だ
。
文
化
活
動
に
熱
心
で
、
自
身
が
執
筆
し
た
『
吉
祥
図
案
解
題
―
支

那
風
俗
の
一
研
究
』（
一
九
二
八
年
）
は
、
戦
後
の
中
国
と
台
湾
で
復
刊
さ
れ
て
い
る）

39
（

。
青
年
期
の
野
崎
は
、
福
井
の
曹
洞
宗
大



─ 53 ── 53 ─

中国占領地の宗教対策

本
山
永
平
寺
で
参
禅
を
し
て
仏
教
へ
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
僧
侶
で
も
あ
っ
た
中
野
と
は
懇
意
に
な
っ
た
。

仏
教
同
願
会
は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
の
影
響
下
に
置
か
れ
、
日
中
の
仏
教
交
流
を
利
用
し
て
工
作
活
動
を
行
っ
た
団
体
で
あ

る
と
位
置
づ
け
で
き
る
。
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
一
二
月
に
北
京
の
勤
政
殿
に
お
け
る
第
一
年
次
会
に
顧
問
と
し
て
参
加
し

た
、
天
台
宗
僧
侶
で
大
正
大
学
教
授
の
大
森
亮
順
（
一
八
七
八
〜
一
九
五
〇
）
に
よ
れ
ば
、
懇
談
会
の
席
上
で
北
京
特
務
機
関
か

ら
興
亜
院
華
北
連
絡
部
に
移
っ
て
い
た
陸
軍
大
佐
松
井
太
久
郎
が
述
べ
た
、
同
願
会
設
立
の
背
景
に
関
す
る
ス
ピ
ー
チ
を
紹
介
し

て
い
る
。
松
井
は
言
う
。

本
来
の
支
那
宗
教
を
見
る
と
、
道
教
あ
り
儒
教
あ
り
、
近
代
で
は
紅
卍
字
会
あ
り
、
そ
の
他
雑
多
な
民
間
信
仰
が
流
布
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
そ
の
何
れ
を
見
て
も
、
思
想
的
に
運
動
的
に
近
代
基
督
教
に
代
る
べ
き
宗
教
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

…
…
従
て
、
こ
の
際
仏
教
を
復
興
せ
し
め
て
基
督
教
に
代
わ
る
べ
き
一
大
宗
教
信
仰
た
ら
し
め
る
こ
と
が
興
亜
的
で
あ
り
、

国
策
上
か
ら
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る）

40
（

。

つ
ま
り
西
洋
由
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
発
祥
の
仏
教
で
再
興
す
る
こ
と
が
、
宗
教
対
策
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
松
井
は
、
中
国
仏
教
へ
の
実
行
策
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
示
す
。

仏
教
と
い
つ
て
も
現
代
支
那
仏
教
は
極
め
て
非
社
会
的
で
あ
つ
て
、
支
那
仏
僧
の
社
会
的
地
位
も
非
常
に
低
く
、
そ
の
態

度
は
個
人
修
行
本
位
で
あ
つ
て
、
民
衆
の
僧
侶
に
対
す
る
信
用
も
薄
い
、
従
て
支
那
仏
僧
を
頼
り
に
し
て
社
会
的
な
仏
教
運

動
を
起
す
と
い
ふ
こ
と
は
徒
労
に
す
ぎ
な
い
。
斯
様
な
事
情
に
基
い
て
興
亜
院
が
同
願
会
の
結
成
を
促
進
し
、
支
那
居
士
仏

教
家
を
中
心
と
し
て
新
仏
教
運
動
を
起
さ
し
め
、
こ
れ
を
日
本
の
権
威
あ
る
仏
教
者
に
よ
つ
て
指
導
し
て
貰
ひ
た
い
と
考
へ

た
。
勿
論
支
那
に
は
日
本
仏
教
僧
も
可
成
り
お
り
、
開
教
事
業
も
相
当
や
つ
て
お
る
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
の
居
留
民
を
対
象

と
し
た
も
の
で
、
直
接
支
那
民
衆
や
支
那
仏
教
を
指
導
し
て
は
ゐ
な
い
。
…
…
ど
う
か
支
那
仏
教
の
現
状
に
即
し
て
こ
れ
を

革
新
し
、
興
亜
的
な
仏
教
に
興
隆
し
て
社
会
民
衆
を
救
ふ
も
の
た
ら
し
め
て
い
た
ゞ
き
た
い）

41
（

。
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興
亜
院
が
、
仏
教
同
願
会
の
組
織
化
を
促
し
、
中
国
仏
教
界
の
内
部
か
ら
覚
醒
を
期
待
し
た
の
が
分
か
る
。
そ
れ
は
日
本
に
よ

る
中
国
占
領
の
利
害
に
、
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
松
井
の
説
明
を
聞
い
た
大
森
は
「
飽
く
迄
日
本
の
大
乗
仏
教

―
生
活
的
で
社
会
実
践
的
な
仏
教
を
も
つ
て
指
導
し
援
助
す
る
と
い
ふ
建
前
で
あ
る
」）

42
（

と
の
所
感
を
抱
い
た
。
こ
こ
に
興
亜
院
に

よ
る
仏
教
対
策
の
基
本
的
な
立
場
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

中
野
に
よ
る
仏
教
同
願
会
へ
の
関
与
が
、
公
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
。
興
亜
院
の
嘱
託
と
な
る
以
前
に
は
、「
昭
和
一
三
、
六
、

以
降

特
務
部
ノ
嘱
ヲ
受
ケ

十
二
月
仏
教
同
願
会
結
成
／
昭
和
一
四
、
二
、
二
〇

杉
山
部
隊
〔
北
支
那
方
面
軍
〕
司
令
部
嘱

託
特
務
班
配
置
ヲ
命
セ
ラ
ル
（
月
手
当
三
百
円
）
昭
和
十
三
年
末
結
成
セ
ラ
レ
タ
ル
仏
教
同
願
会
指
導
一
般
仏
教
文
化
工
作
ニ
従

事
ノ
為
ナ
リ
」）

43
（

と
あ
る
。

組
織
改
編
を
受
け
て
、
一
九
三
九
年
三
月
一
〇
日
付
け
で
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
の
判
任
官
待
遇
の
嘱
託
と
な
り
月
手
当
三
四

五
円
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
二
一
日
付
け
で
奏
任
官
待
遇
の
嘱
託
と
し
て
昇
進
と
な
り
、
一
九
四
一
年
九
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ

た）
44
（

。
昇
格
の
人
事
書
類
に
は
理
由
書
が
添
付
さ
れ
る
が
、「〔
中
野
〕
本
人
ハ
現
ニ
仏
教
同
願
会
指
導
並
一
般
仏
教
文
化
工
作
ノ
事

務
ヲ
担
当
シ
居
ル
」）

45
（

と
あ
る
。

（
2
）
対
策
の
内
容

仏
教
同
願
会
に
お
け
る
中
野
義
照
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
か
ら
日
本
ま
で
僧
侶
一
行
を
引
率
し
た
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
第
二
次
年
次
会
の
出
席
の
た
め
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
五
月
二
二
日
か
ら
六
月
一
六
日
ま
で
、
中
国
側
の
要
人
一
一
名

と
共
に
渡
航
し
て
、
国
内
各
地
を
見
学
し
た）

46
（

。

国
立
北
京
大
学
の
教
授
と
な
っ
た
後
も
顧
問
を
継
続
し
た
。
仏
教
同
願
会
顧
問
年
会
が
一
九
四
二
年
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
一
一

月
二
四
日
の
計
二
四
日
間
に
亘
り
開
催
さ
れ
た
。
出
席
視
察
団
名
簿
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）

47
（

。
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団
長

全
朗
（
仏
教
同
願
会
理
事
長
、
北
京
拈
花
寺
退
居
）

団
員

王
永
宗
（
仏
教
同
願
会
理
事
）、
張
翰
藻
（
仏
教
同
願
会
理
事
、
内
務
総
署
科
長
）、
瑞
祥
（
仏
教
同
願
会
理
事
、
北

京
広
慧
寺
住
持
）、
海
岺
（
仏
教
同
願
会
会
員
、
北
京
広
化
寺
仏
教
学
院
監
事
）、
仏
悦
（
仏
教
同
願
会
会
青
年
会
会

員
、
北
京
法
源
仏
学
院
主
任
）

通
訳

孫
元
帝
（
中
国
仏
教
学
院
助
教
授
）
／
補
導

中
野
義
照
（
仏
教
同
願
会
顧
問
）
／
輔
佐

大
塚
新
（
興
亜
院
属
）

滞
在
中
の
同
年
一
一
月
四
日
に
は
、
東
京
京
橋
に
あ
る
洋
食
店
の
東
洋
軒
で
、
宗
教
問
題
研
究
所
の
主
幹
で
日
蓮
宗
僧
侶
の
浜

田
本
悠
と
対
談
を
行
っ
た
。
中
野
は
言
う
。
日
本
と
中
国
の
仏
教
者
の
連
携
に
つ
い
て
は
、「
今
度
の
会
議
で
、
懸
案
で
あ
つ
た

出
先
各
派
の
日
本
仏
教
者
と
同
願
会
の
緊
密
な
連
繋
を
保
つ
為
め
、
各
派
の
監
督
を
そ
れ
〴
〵
同
願
会
の
参
議
と
な
す
こ
と
に
き

ま
り
、
各
支
部
に
於
い
て
も
そ
れ
〴
〵
の
地
域
の
日
本
仏
教
家
主
任
を
、
支
部
参
議
と
し
て
加
盟
し
て
貰
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
、
出
先
の
各
派
仏
教
家
も
心
を
入
換
へ
て
、
一
つ
『
国
家
の
伝
道
師
』
と
し
て
大
東
亜
建
設
の
大
業
に
邁
進
し
て

貰
ひ
た
い
と
思
ふ
て
居
ま
す
」）

48
（

と
す
る
。
日
本
と
中
国
の
協
調
性
に
つ
い
て
は
、「
腹
の
中
ま
で
打
解
け
合
う
か
ど
う
か
は
知
り

ま
せ
ん
が
、
表
面
極
め
て
、
円
満
に
行
つ
て
居
ま
す
。
た
ゞ
、
日
本
仏
教
家
が
直
接
中
国
僧
と
接
触
提
携
し
て
仕
事
に
当
る
機
会

は
、
今
迄
の
所
極
め
て
少
く
、
北
支
で
も
、
直
接
彼
等
と
打
込
ん
で
手
を
携
へ
得
る
も
の
は
一
人
か
二
人
で
誠
に
心
も
と
な
い
極

み
で
す
」）

49
（

と
述
べ
る
。

中
国
仏
教
学
院
の
成
果
に
つ
い
て
、
中
国
青
年
僧
が
啓
蒙
さ
れ
て
、
日
本
仏
教
の
立
場
を
理
解
し
て
歩
み
寄
る
機
運
に
な
る
か

ど
う
か
は
、「
啓
蒙
が
大
事
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、
何
分
、
学
僧
は
凡
て
給
費
と
し
て
之
を
募
集
し
て
も
、
日
本
な
ら
ば
五
百
人
も

集
る
と
こ
ろ
で
し
よ
う
が
あ
す
こ
で
は
四
五
十
人
し
か
集
ま
ら
な
い
と
云
ふ
や
う
な
状
況
で
す
か
ら
、
そ
の
関
心
と
熱
情
と
の
程

度
が
思
ひ
や
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
年
々
こ
の
卒
業
生
が
地
方
に
出
て
行
つ
て
北
支
仏
教
の
革
新
的
地
盤
を
作
つ
て
行

か
せ
る
方
針
で
や
つ
て
居
ま
す
」）

50
（

と
い
う
。
そ
の
学
院
が
政
府
に
公
認
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、「
未
だ
で
す
、
今
後
五
年
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位
の
間
に
教
育
総
長
の
公
認
を
受
け
る
こ
と
の
出
来
る
や
う
、
成
績
を
挙
げ
て
行
き
た
い
」）

51
（

と
述
べ
て
、
仏
教
同
願
会
の
予
算
は
、

「
全
部
で
二
十
万
円
内
四
万
円
は
日
本
の
政
府
か
ら
補
助
」）

52
（

が
あ
る
と
い
う
。

仏
教
同
願
会
の
運
営
は
、
仏
教
学
者
で
あ
る
中
野
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
仏
教
同
願
会
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
日

中
の
仏
教
界
と
軍
と
の
協
同
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
野
は
、
中
国
仏
教
に
つ
い
て
、「
日
本
仏
教
と
非
常
に
違
つ
て
居
る

の
は
事
実
と
し
て
の
宗
派
の
存
在
し
な
い
事
と
高
僧
に
対
す
る
崇
敬
心
の
欠
如
せ
る
事
」）

53
（

と
記
し
、
同
じ
仏
教
と
は
い
え
両
国
間

で
の
違
い
を
強
く
認
識
し
て
対
策
に
当
た
っ
て
い
た
。

一
方
の
武
田
は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
を
経
て
、
大
東
亜
省
の
北
京
大
使
館
で
調
査
官
と
な
る
。
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年

一
一
月
に
第
三
次
顧
問
年
会
の
た
め
東
京
に
来
た
際
に
、『
中
外
日
報
』
記
者
に
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

華
北
に
お
け
る
仏
教
同
願
会
が
大
き
な
組
織
を
も
つ
て
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
に
全
力
を
尽
し
又
中
日
仏
教
の
親
善
の
た

め
に
恒
例
的
に
視
察
団
を
内
地
に
派
遣
し
来
つ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
こ
の
際
単
に
仏
教
の
み
な
ら
ず
基
督

教
、
天
主
教
、
回
教
等
に
お
い
て
も
同
様
な
方
法
を
と
つ
て
日
華
宗
教
の
提
携
に
よ
る
大
東
亜
の
精
神
建
設
に
尽
さ
れ
る
こ

と
を
希
望
し
そ
の
実
現
方
に
つ
い
て
考
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る）

54
（

。

つ
ま
り
興
亜
院
の
後
身
で
あ
る
大
東
亜
省
の
影
響
下
の
も
と
、
仏
教
同
願
会
と
同
じ
よ
う
に
、
各
宗
教
系
統
で
の
親
日
団
体
の

立
ち
上
げ
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

六

ま
と
め

本
論
で
は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
に
お
け
る
武
田

と
中
野
義
照
が
関
与
し
た
、
宗
教
対
策
を
分
析
し
て
き
た
。
興
亜
宗
教
協
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会
で
の
事
態
調
査
に
基
づ
く
調
査
研
究
や
仏
教
同
願
会
で
の
中
国
側
の
仏
教
徒
の
指
導
や
工
作
に
、
軍
を
背
景
に
深
く
関
与
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
仏
教
同
願
会
は
、
中
国
側
を
主
体
に
日
本
の
仏
教
者
も
参
画
し
た
団
体
で
あ
る
が
、
日
本
側
で

は
指
導
体
制
と
し
て
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
が
関
与
す
る
こ
と
で
、
軍
の
工
作
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
行
政
的
な
施
策
と
し
て
取

り
扱
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
中
国
仏
教
界
か
ら
の
日
本
軍
へ
の
不
信
感
を
低
減
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

中
野
義
照
は
、
興
亜
院
嘱
託
を
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
辞
任
し
た
あ
と
も
、
中
国
仏
教
学
院
の
運
営
に
尽
力
し
て
、
汪

精
衛
政
権
下
の
国
立
北
京
大
学
文
学
院
の
教
授
と
な
っ
た
。
武
田

は
、
興
亜
院
華
北
連
絡
部
を
経
て
、
敗
戦
ま
で
大
東
亜
省
の

北
京
大
使
館
で
調
査
官
と
し
て
在
職
し
た
。
中
国
の
宗
教
事
情
は
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
混
交
で
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー

ム
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
あ
り
、
多
種
多
様
の
宗
教
事
情
で
あ
る
。
実
情
を
把
握
し
て
、
施
策
や
対
策
に
生
か
さ
れ
た
の
は
、
両
者

に
よ
る
知
見
と
実
務
が
大
き
い
。
こ
う
し
た
作
業
の
上
で
、
宗
教
事
情
を
踏
ま
え
て
中
国
の
占
領
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
野

は
、
中
国
各
地
を
視
察
し
て
次
の
よ
う
な
所
感
を
持
っ
た
。

稀
に
宗
教
政
策
の
必
要
を
感
じ
興
味
を
持
ち
将
来
を
考
へ
て
居
る
人
々
が
あ
つ
て
も
、
大
体
は
自
ら
宗
教
心
が
無
い
と
は

言
は
な
い
が
、
確
固
た
る
世
界
観
人
生
観
を
有
せ
ず
し
て
、
甚
し
き
は
宗
教
的
無
関
心
者
に
し
て
、
た
ゞ
現
実
宗
教
を
利
用

せ
ん
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
宗
教
を
否
定
す
る
者
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
自
ら
何
等
か
の
宗
教

の
篤
信
者
な
ら
ず
し
て
は
他
の
宗
教
心
へ
の
同
感
も
持
ち
得
ず
、
従
つ
て
尊
敬
し
得
ず
し
て
、
宗
教
的
に
動
か
す
事
は
甚
だ

困
難
と
解
せ
ら
れ
る）

55
（

。

宗
教
へ
の
対
策
に
は
、
中
国
の
宗
教
を
理
解
し
て
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
宗
教
を
無
理
解
の
ま
ま
の

対
応
に
、
警
鐘
を
発
し
て
い
た
の
だ
。

興
亜
院
は
、
大
規
模
な
組
織
で
あ
っ
た
が
四
年
間
し
か
存
在
せ
ず
、
中
国
占
領
地
で
の
宗
教
対
策
の
実
態
が
分
か
り
づ
ら
か
っ

た
。
政
治
・
経
済
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
分
野
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
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今
回
の
論
文
で
は
武
田
と
中
野
の
持
つ
仏
教
及
び
宗
教
の
専
門
知
識
が
必
要
と
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
興
亜
院
の
廃
止
後
、
中
国
の
宗
教
対
策
は
大
東
亜
省
が
継
承
し
た
が
、
別
途
の
機
会
に
論
究
し
た
い）

56
（

。

本
論
の
目
的
は
、
昭
和
前
期
の
日
本
が
、
中
国
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
に
占
領
地
を
拡
大
さ
せ
た
過
程
に
お
い
て
、
宗
教
研
究
者

が
関
与
し
た
国
策
協
力
へ
の
連
続
性
と
全
体
像
の
解
明
で
あ
る
と
、
冒
頭
で
述
べ
た
。
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
文
献
研
究
を
主
た

る
と
す
る
研
究
者
と
い
え
ど
も
、
軍
事
目
的
に
動
員
さ
れ
た
場
合
に
は
、
書
斎
に
籠
る
の
で
は
な
く
、
実
地
で
の
調
査
や
政
治
的

な
工
作
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
編
者
「
は
じ
め
に
」（
本
庄
比
佐
子
・
内
山
雅
生
・
久
保
亨
編
『
興
亜
院
と
戦
時
中
国
調
査
―
付

刊
行
物
所
在
目
録
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

二
年
）、
五
頁
。

（
2
）
房
建
昌
著
、
胡
斌
・
富
澤
芳
亜
訳
「
第
七
章

社
会
調
査
―
日
系
宗
教
団
体
の
上
海
布
教
」（
前
掲
、『
興
亜
院
と
戦
時
中
国
調
査
』）。

（
3
）
末
木
文
美
士
『
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅱ
―
近
代
日
本
と
仏
教
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収
の
「
Ⅳ

ア
ジ
ア
と
関
わ
る

／
3

日
本
侵
略
下
の
中
国
仏
教
」。
新
野
和
暢
『
皇
道
仏
教
と
大
陸
布
教
―
十
五
年
戦
争
期
の
宗
教
と
国
家
』（
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）

所
収
の
「
第
Ⅱ
部

大
陸
布
教
編
／
第
二
章

皇
道
仏
教
の
大
陸
展
開
―
軍
の
統
制
と
宗
教
工
作
」。
広
中
一
成
「
日
中
戦
争
期
華
北
に
お
け
る

仏
教
同
願
会
の
成
立
と
対
日
協
力
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
七
七
巻
第
二
号
、
東
洋
史
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
）。
齊
藤
隆
信
「
日
華
仏
教
研
究
会

顛
末
記
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
三
八
号
、
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。
松
谷
曄
介
『
日
本
の
中
国
占
領
統
治
と
宗
教
政

策
―
日
中
キ
リ
ス
ト
者
の
協
力
と
抵
抗
』（
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。
こ
の
他
に
、「
近
代
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
ア
ジ
ア
伝
道
」（
日
本
仏
教

研
究
会
編
『
日
本
の
仏
教
』
第
二
号
、
法
藏
館
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、
興
亜
院
の
組
織
と
宗
教
工
作
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

（
4
）
拙
著
『
戦
時
下
の
日
本
仏
教
と
南
方
地
域
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）。
拙
稿
「
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
鉄
禅
の
対
日
協
力
―
華
南
日
華
仏
教

協
会
と
国
際
仏
教
協
会
華
南
支
部
」（
野
世
英
水
・
加
藤
斗
規
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
と
日
本
文
化
』
銀
河
書
籍
、
二
〇
二
一
年
）。
な
お
本
論
の
執

筆
に
際
し
て
、
内
外
の
諸
機
関
が
所
蔵
す
る
中
国
語
の
一
次
資
料
を
積
極
的
に
参
照
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
怠
惰
及
び
今
般
の
世
界
的
な

感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
遺
憾
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
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中国占領地の宗教対策

（
5
）
武
田

の
経
歴
は
、
主
に
、
左
記
を
参
照
し
た
。
章
太
炎
著
・
武
田
熙
訳
注
『
支
那
学
概
論
―
原
訳
対
照
』（
巌
松
堂
、
一
九
三
七
年
）
掲
載

の
略
歴
、
中
西
利
八
編
『
中
国
紳
士
録
〔
民
国
三
一
年
版
〕』（
満
蒙
資
料
協
会
、
一
九
四
二
年
、
一
一
七
頁
）、
武
田

『
武
田
家
の
歴
史
―
系

譜
と
そ
の
列
伝
』（
学
書
房
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
武
田

『
国
を
定
め
る
も
の
―
建
学
の
精
神
』（
新
増
訂
版
、
学
書
房
出
版
、
一
九
八
八
年
）。

（
6
）
前
掲
、『
武
田
家
の
歴
史
』
八
三
頁
。
早
来
町
史
編
集
委
員
会
編
『
早
来
町
史
』（
早
来
町
役
場
、
一
九
七
三
年
）、
一
五
一
四
〜
一
五
一
六
頁
。

（
7
）
前
掲
、『
早
来
町
史
』、
一
四
九
一
〜
一
四
九
二
頁
。

（
8
）
武
田

「
松
火
を
も
つ
人
「
浄
土
宗
新
門
」
の
開
祖
」（『
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
』
第
一
〇
号
、
特
集
「
仏
教
と
社
会
事
業
と
教
育
と

―
長
谷
川
良
信
の
世
界
」、
一
九
八
三
年
三
月
）、
八
〜
一
五
頁
。
当
該
号
と
同
じ
内
容
で
あ
る
、
長
谷
川
よ
し
子
編
『
仏
教
と
社
会
事
業
と
教
育

と
―
長
谷
川
良
信
の
世
界
』（
学
校
法
人
大
乗
淑
徳
学
園
付
置
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）
も
あ
る
。
長
谷
川
に
つ
い
て
は
、
菊

池
結
「
教
育
の
「
土
台
」
と
し
て
の
宗
教
・
文
化
―
渡
辺
海
旭
か
ら
、
柴
田
德
次
郎
お
よ
び
長
谷
川
良
信
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
」（『
楓
原
―
国

士
舘
史
研
究
年
報
』
第
八
号
、
国
士
舘
大
学
国
士
舘
史
資
料
室
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
9
）
「
１
．
武
田

（
国
士
舘
専
門
学
校
）」JA
CA
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B05015634500

、
在
華
本
邦
第
三
種
補
給
生
関
係
雑

件
／
補
給
実
施
関
係 

第
三
巻
（H

-5-7-0-5_1_003

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
10
）
清
水
安
三
『
北
京
清
譚
―
体
験
の
中
国
』（
教
育
出
版
、
一
九
七
五
年
）、
一
七
一
〜
一
七
五
頁
。
ま
た
中
国
文
学
者
の
木
山
英
雄
は
、
周
作
人

研
究
の
一
環
で
、
武
田
本
人
を
取
材
し
た
が
、「
盧
溝
橋
事
件
当
時
は
現
地
交
渉
の
通
訳
そ
の
他
で
忙
し
く
飛
廻
っ
た
こ
と
が
…
…
『
陸
軍
機
関

日
誌
』
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
」
と
記
す
（
木
山
英
雄
『
北
京
苦
住
庵
記
―
日
中
戦
争
時
代
の
周
作
人
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
八
二
頁
）。

（
11
）
公
益
財
団
法
人
徳
富
蘇
峰
記
念
塩
崎
財
団
（
神
奈
川
県
中
郡
二
宮
町
）
が
所
蔵
す
る
、
一
九
三
八
年
一
月
六
日
付
け
の
武
田
熙
（
住
所
・
北
京

東
城
西
堂
子
胡
同
一
六
号
）
か
ら
徳
富
蘇
峰
宛
て
（
住
所
・
東
京
市
京
橋
区
西
銀
座
八
丁
目

民
友
社
）
の
書
簡
。
軍
事
郵
便
の
判
子
が
あ
り
、

切
手
と
消
印
な
し
。
二
〇
二
二
年
四
月
九
日
に
同
館
で
資
料
調
査
を
行
っ
た
。

（
12
）
「
教
育
部
立
外
国
語
学
校
」（

・
武
田
熙
編
『
北
京
文
化
学
術
機
関
綜
覧
』
北
京
：
新
民
印
書
館
、
一
九
四
〇
年
）、
一
一
六
〜
一
一
七

頁
。
前
掲
、『
武
田
家
の
歴
史
』
で
は
「
北
京
大
学
教
授
」
と
あ
る
が
、
一
次
資
料
か
ら
の
確
認
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
13
）
武
田

の
墓
所
は
、
さ
い
た
ま
市
営
の
諏
訪
入
墓
地
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
原
山
一
丁
目
三
五
番
）
に
所
在
し
、
位
置
は
第
二
ブ
ロ
ッ
ク

九
五
番
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
に
生
前
の
武
田
が
建
墓
し
た
。
二
〇
二
二
年
五
月
二
八
日
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
墓
所
は
国
士
舘
大
学
国
士
舘
史

資
料
室
か
ら
教
示
を
得
た
。

（
14
）
略
歴
は
、
日
本
印
度
学
会
編
『
中
野
義
照
先
生
追
悼
集
』（
高
野
山
大
学
内
日
本
印
度
学
会
、
一
九
八
九
年
）
所
収
の
「
故
中
野
義
照
先
生
略
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歴
」
を
主
に
参
照
し
た
。

（
15
）
新
井
弘
順
「
中
野
先
生
の
思
い
出
―
イ
ン
ド
古
代
法
典
演
習
と
徴
兵
忌
避
事
件
」（
前
掲
、
日
本
印
度
学
会
編
『
中
野
義
照
先
生
追
悼
集
』）
に

は
、
生
前
に
中
野
か
ら
聞
い
た
当
該
事
件
の
経
緯
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）
水
野
弘
元
「
中
野
義
照
先
生
か
ら
の
学
恩
」（
前
掲
、
日
本
印
度
学
会
編
『
中
野
義
照
先
生
追
悼
集
』）、
二
四
三
〜
二
四
四
頁
。

（
17
）
〔
華
北
連
絡
部
深
川
・
紀
・
鮑
・
林
憑
・
趙
嘱
託
調
〕「
北
京
市
内
仏
教
及
道
教
団
体
調
査

下
」（『
調
査
月
報
』
第
一
巻
第
九
号
、
興
亜
院
政

務
部
、
一
九
四
〇
年
九
月
）、
三
六
六
頁
。

（
18
）
「
国
立
北
京
大
学
文
学
院
教
授
銓
衡
の
件

中
野
義
照
（
興
亜
院
照
会
）」（
行
政
文
書
：
文
部
省
大
臣
官
房
総
務
課
記
録
班
分
類
文
書
旧
分
類

文
書
第
一

総
務
門
は
（
職
員
進
退
）
支
那
派
遣
教
職
員
、﹇
請
求
番
号
﹈
昭
59
文
部02341100

、﹇
件
名
番
号
﹈030

、﹇
保
存
場
所
﹈
国
立
公

文
書
館
本
館
、﹇
作
成
・
取
得
部
局
﹈
文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
、﹇
年
月
日
﹈
昭
和
一
六
年
一
〇
月
二
日
、﹇
文
書
番
号
﹈
興
第
五
八
号
）。

（
19
）
「
国
立
北
京
大
学
文
学
院
」（
前
掲
、

・
武
田
熙
編
『
北
京
文
化
学
術
機
関
綜
覧
』）、
一
一
〇
頁
。

（
20
）
「
興
亜
院
官
制
（
勅
令
第
七
五
八
号
）」（『
官
報
』
第
三
五
八
六
号
、
内
閣
印
刷
局
、
一
九
三
八
年
一
二
月
一
六
日
）、
五
一
三
頁
。

（
21
）
「
興
亜
院
事
務
分
掌
規
規
程
」（『
官
報
』
第
三
五
八
七
号
、
一
九
三
八
年
一
二
月
一
七
日
）、
五
六
一
頁
。

（
22
）
興
亜
院
政
務
部
編
『
興
亜
院
執
務
提
要
』（
興
亜
院
政
務
部
、
一
九
四
〇
年
）、
四
一
〜
四
六
頁
。

（
23
）
「
北
京
特
務
部
廃
止
」（『
同
盟
旬
報
』
第
三
巻
第
一
号
、
社
団
法
人
同
盟
通
信
社
、
一
九
三
九
年
一
月
）、
一
六
頁
。

（
24
）
興
亜
院
華
北
連
絡
部
編
『
北
支
に
於
け
る
文
教
の
現
状
』（
興
亜
院
華
北
連
絡
部
、
一
九
四
一
年
）、 

三
七
頁
。

（
25
）
「
13

興
亜
院
連
絡
部 

附
表
」JA

CA
R
Ref.B02030704000

、
対
支
中
央
機
関
設
置
問
題
一
件
（
興
亜
院
）
／
興
亜
院
功
績
概
要
書

第

一
巻
（A

-1-1-0-31_4_001

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
26
）
「
7

興
亜
院
連
絡
部

第
一

華
北
連
絡
部

3
」JA

CA
R
Ref.B02030703400

、
対
支
中
央
機
関
設
置
問
題
一
件
（
興
亜
院
）
／
同
。

（
27
）
前
掲
、「
7

興
亜
院
連
絡
部

第
一

華
北
連
絡
部

3
」。

（
28
）
古
屋
登
代
子
「
支
那
の
仏
教
に
つ
い
て
興
亜
院
華
北
連
絡
部
調
査
官
武
田
熙
氏
に
聴
く
」（『
大
法
輪
』
第
八
巻
一
二
号
、
大
法
輪
閣
、
一
九
四

一
年
一
二
月
）、
一
七
一
頁
。

（
29
）
武
田

「
中
野
先
生
の
思
い
出
―
梅
が
香
や
隣
は
」（
高
野
山
大
学
内
日
本
印
度
学
会
編
『
中
野
義
照
先
生
追
悼
集
』
同
会
、
一
九
八
九
年
）、

一
九
八
〜
二
〇
〇
頁
。

（
30
）
「
対
談

人
と
学
問
―
中
野
義
照
博
士
」（『
密
教
学
研
究
』
第
二
号
、
日
本
密
教
学
会
、
一
九
七
〇
年
）、
一
八
四
頁
。
発
言
者
は
中
野
、
聞
き
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手
は
、
小
野
塚
幾
澄
、
高
井
隆
秀
、
松
長
有
慶
、
吉
岡
義
豊
、
事
務
局
は
佐
藤
隆
賢
、
記
録
は
加
藤
精
一
。
引
用
文
中
に
あ
る
、
吉
岡
義
豊
が
執

筆
し
た
『
道
教
の
実
態
』
は
、『
吉
岡
義
豊
著
作
集
』
別
巻
（
五
月
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。

（
31
）
興
亜
宗
教
協
会
編
『
華
北
宗
教
年
鑑
』（
興
亜
宗
教
協
会
、
一
九
四
〇
年
）
に
挟
ま
れ
た
紙
片
「
御
願
ヒ
」（
名
義
「
北
京
、
東
四
、
北
大
街
鉄

獅
子
胡
同
十
二
号

興
亜
宗
教
協
会
気
附

武
田
熙
」）
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
図
書
館
の
所
蔵
本
（
請
求
記
号
・
一
六
〇
、
五
／
四
）

か
ら
確
認
し
た
。
同
所
の
前
身
で
あ
る
文
部
省
の
国
民
精
神
文
化
研
究
所
時
代
に
受
け
入
れ
た
書
籍
で
は
な
く
、
戦
後
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
。 

（
32
）
宣
撫
官
に
つ
い
て
は
、
青
江
舜
二
郎
『
大
日
本
軍
宣
撫
官
―
あ
る
青
春
の
記
録
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
を
参
照
せ
よ
。
著
者
の
本
名

は
大
嶋
長
三
郎
（
一
九
〇
四
〜
一
九
八
三
）
で
、
東
京
帝
国
大
学
で
印
度
哲
学
を
学
ん
だ
後
に
、
宣
撫
官
を
経
て
、
劇
作
家
と
し
て
活
動
し
た
人

物
で
あ
る
。

（
33
）
「
仏
教
同
願
会
」（
前
掲
、

・
武
田
熙
編
『
北
京
文
化
学
術
機
関
綜
覧
』）、
六
〇
〜
六
一
頁
。

（
34
）
華
北
連
絡
部
深
川
・
紀
・
鮑
・
林
憑
・
趙
嘱
託
調
「
北
京
市
内
仏
教
及
道
教
団
体
調
査

上
」（『
調
査
月
報
』
第
一
巻
第
七
号
、
興
亜
院
政
務

部
、
一
九
四
〇
年
七
月
）、
二
〇
七
頁
。

（
35
）
「
仏
教
同
願
会
」（

・
武
田
熙
編
『
北
京
文
化
学
術
機
関
綜
覧
』
北
京
：
新
民
印
書
館
、
一
九
四
〇
年
）、
六
一
頁
。

（
36
）
前
掲
、「
北
京
市
内
仏
教
及
道
教
団
体
調
査

上
」、
二
〇
八
頁
。

（
37
）
前
掲
、「
北
京
市
内
仏
教
及
道
教
団
体
調
査

上
」、
二
一
四
頁
。

（
38
）
前
掲
、「
対
談

人
と
学
問
―
中
野
義
照
博
士
」、
一
八
三
頁
。

（
39
）
野
崎
誠
近
『
吉
祥
図
案
解
題
―
支
那
風
俗
の
一
研
究
』（
天
津
：
中
国
土
産
公
司
、
一
九
二
八
年
。
再
刊
、
平
凡
社
、
一
九
四
〇
年
）。
野
崎
に

つ
い
て
は
、
福
島
恵
「
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
無
慮
山
荘
旧
蔵
拓
本
」」（『
学
習
院
大
学
国
際
研
究
教
育
機
構
研
究
年
報
』
第
四
号
、
二
〇
一
八

年
二
月
）
が
履
歴
を
紹
介
す
る
。

（
40
）
大
森
亮
順
「
北
京
仏
教
同
願
会
に
出
席
し
て
」（『
真
理
』
第
六
巻
第
三
号
、
真
理
舎
、
一
九
四
〇
年
三
月
）、
五
〇
〜
五
一
頁
。

（
41
）
前
掲
、
大
森
亮
順
「
北
京
仏
教
同
願
会
に
出
席
し
て
」、
五
一
頁
。

（
42
）
前
掲
、
大
森
亮
順
「
北
京
仏
教
同
願
会
に
出
席
し
て
」、
五
一
頁
。

（
43
）
「
国
立
北
京
大
学
文
学
院
教
授
銓
衡
の
件

中
野
義
照
（
興
亜
院
照
会
）」（
行
政
文
書
：
文
部
省
大
臣
官
房
総
務
課
記
録
班
分
類
文
書
旧
分
類

文
書
第
一

総
務
門
は
（
職
員
進
退
）
支
那
派
遣
教
職
員
、﹇
請
求
番
号
﹈
昭
59
文
部02341100

、﹇
件
名
番
号
﹈030

、﹇
保
存
場
所
﹈
国
立
公

文
書
館
本
館
、﹇
作
成
・
取
得
部
局
﹈
文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
、﹇
年
月
日
﹈
昭
和
一
六
年
一
〇
月
二
日
、﹇
文
書
番
号
﹈
興
第
五
八
号
）。
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（
44
）
「
元
興
亜
院
事
務
嘱
託
中
野
義
照
外
一
件
」JA

CA
R
Ref.A

04018597900

、
公
文
雑
纂
・
昭
和
十
六
年
・
第
七
巻
・
内
閣
・
各
庁
高
等
官
賞

与
一
（
内
閣
・
枢
密
院
）（
国
立
公
文
書
館
）。「
興
亜
院
事
務
嘱
託
中
野
義
照
外
一
名
増
給
ノ
件
」（
行
政
文
書
：
内
閣
・
総
理
府
太
政
官
・
内
閣

関
係
第
五
類

任
免
裁
可
書
任
免
裁
可
書
・
昭
和
十
五
年
・
任
免
巻
百
八
十
九
、﹇
請
求
番
号
﹈
任
Ｂ02843100

、﹇
件
名
番
号
﹈020

、﹇
保
存

場
所
﹈
国
立
公
文
書
館
本
館
、﹇
作
成
・
取
得
部
局
﹈
内
閣
、﹇
年
月
日
﹈
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
七
日
）。

（
45
）
「
中
野
義
照
興
亜
院
事
務
嘱
託
並
月
手
当
ノ
件
」（
行
政
文
書
：
内
閣
・
総
理
府
太
政
官
・
内
閣
関
係
第
五
類

任
免
裁
可
書
任
免
裁
可
書
・
昭

和
十
四
年
・
任
免
巻
百
九
、﹇
請
求
番
号
﹈
任
Ｂ02552100

、﹇
件
名
番
号
﹈011

、﹇
保
存
場
所
﹈
国
立
公
文
書
館
本
館
、﹇
作
成
・
取
得
部
局
﹈

内
閣
、﹇
年
月
日
﹈
昭
和
一
四
年
七
月
二
一
日
）。

（
46
）
「
仏
教
同
願
会
一
行
の
内
地
見
学
／
補
導
に
中
野
義
照
師
等
」（『
六
大
新
報
』
第
一
九
二
三
号
、
六
大
新
報
社
、
一
九
四
一
年
五
月
二
五
日
）、

一
四
〜
一
五
頁
。

（
47
）
浄
土
宗
増
上
寺
所
蔵
の
大
日
本
仏
教
会
資
料
に
あ
る
「
仏
教
同
願
会
書
類
」（
資
料
番
号
・
大
―
二
―
三
七
）。

（
48
）
中
野
義
照
・
浜
田
本
悠
「
対
話

国
家
の
伝
道
師
た
れ
」（『
宗
教
公
論
』
第
一
一
巻
第
一
一
号
、
宗
教
問
題
研
究
所
、
一
九
四
二
年
一
二
月
）、

一
八
頁
。

（
49
）
前
掲
、「
対
話

国
家
の
伝
道
師
た
れ
」、
一
八
頁
。

（
50
）
前
掲
、「
対
話

国
家
の
伝
道
師
た
れ
」、
一
九
頁
。

（
51
）
前
掲
、「
対
話

国
家
の
伝
道
師
た
れ
」、
一
九
頁
。

（
52
）
前
掲
、「
対
話

国
家
の
伝
道
師
た
れ
」、
一
九
頁
。

（
53
）
中
野
義
照
「
在
京
津
仏
教
雑
観
」（『
密
教
文
化
』
第
七
九
号
、
一
九
四
一
年
一
二
月
）、
一
〇
一
頁
。「
京
津
」
は
北
京
と
天
津
を
意
味
す
る
。

（
54
）
無
署
名
「
同
願
会
と
同
じ
組
織
／
基
教
、
回
教
に
も
望
む
／
在
京
七
日

武
田
調
査
官
の
感
想
」（『
中
外
日
報
』
第
一
二
九
六
四
号
、
一
九
四

二
年
一
一
月
一
〇
日
）、
二
頁
。

（
55
）
中
野
義
照
「
北
京
・
冀
東
・
熱
河
二
週
日
記
」（『
密
教
文
化
』
第
六
六
号
、
高
野
山
大
学
内
密
教
研
究
会
、
一
九
三
八
年
六
月
）、
一
〇
八
頁
。

（
56
）
例
え
ば
、
大
東
亜
省
は
中
国
北
部
で
活
動
す
る
日
本
の
宗
教
団
体
に
対
し
て
、
一
九
四
四
年
四
月
一
日
付
け
で
、「
在
華
北
日
本
宗
教
団
体
指

導
要
領
」
を
通
達
し
た
。
前
掲
の
大
日
本
仏
教
会
資
料
に
あ
る
「
大
日
本
仏
教
会
関
係
書
類
」（
資
料
番
号
・
大
―
四
―
八
四
）
に
含
ま
れ
る
。

（
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
、
文
化
庁
宗
務
課
専
門
職
、
博
士
（
文
学
））
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The Religious Measures in Japan-Occupied China:  
T  iroshi and O is  in he ain aho u 

Renrakubu (North China Liaison Bureau, Board of Asia 
Development)

A A i

Summary 
This paper analyzes the religious measures in Japan-occupied China during the 

econd ino-Japanese ar (1937–1945).
The Japanese government established the ain (Board of Asia Development 

興亜院) in Tokyo in 1938 to unify policies toward China that had been imple-
mented separately by each ministry.

During that time, the ain ahoku Renrakubu (North China Liaison De-
partment, Board of Asia Development 興亜院華北連絡部) was also established in 
Bei ing, where TA DA iroshi and NA ANO isy  worked as staff members 
in charge of religious measures. They were also involved in the activities of the 

uabei ong iao iehui (Association of Religious Organizations in North China 
華北宗教協会) and the o iao Tongyuanhui (Buddhist Common Purpose Society 
仏教同願会) and had experience teaching at universities.

n addition, TA DA was a lay believer of the J do Shinsh  ongwan i-ha 
Buddhist organization and NAKANO was a monk of the Shingon sect.

Therefore, they were the right people for dealing with religious measures 
in Japan-occupied China due to their professional knowledge of religions and 
practical experience in religious life.

中国占領地の宗教対策
─興亜院華北連絡部の武田 と中野義照─

大 澤 広 嗣




